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第１章 計画の概要 

第第１１章章 計計画画のの概概要要

１１．．計計画画策策定定のの背背景景とと目目的的

近年、全国的な人口減少や既存の住宅・建築物の老朽化、社会的ニーズ及び産業構造の変化

等に伴って空家等の数が年々増加しており、全国的に社会問題となっています。 

空家等の中には、適切な管理がなされず、その結果として安全性の低下、公衆衛生の悪化、

景観の阻害等多岐にわたる問題を生じさせ、ひいては地域住民の生活環境に深刻な影響を及ぼ

すものもあり、今後、そのような空家等が増加すれば、生活環境のさらなる悪化など、さまざ

まな問題が一層深刻化することが懸念されます。 

一方、近年では、空家等を地域の資源と捉えることによる移住定住の促進に向けた取り組み

や地域活性化等に向けた有効活用についても全国的に議論されており、より一層、多角的な観

点から空家等に対する対策を進めていくことが求められていると言えます。 

このような状況を受け、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境

の保全を図り、あわせて空家等の利活用を促進することを目的として、平成27年５月に「空

家等対策の推進に関する特別措置法」（以下、「特措法」という。）が施行されました。 

特措法のなかで、市町村の責務（第４条）として、『市町村は、第６条 第１項に規定する空

家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する対策の実施その他の空家等に関する必

要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。』とされています。 

本市においては、特措法の施行に先立って平成 25 年 3 月に「壱岐市空き家等の適正管理

に関する条例」を制定し、危険な空家等の所有者に対し、助言・指導等を行ってきました。今

後は国・県・市及び関係団体と連携して、空家等の適切な管理や活用の促進、管理不全な空家

等の除却等の対策を、さらに推進していくことが必要となります。 

このような状況を踏まえ、平成29年 12月に「壱岐市空家等対策協議会設置要綱」を制定

した上で、市長のほか、地域住民の代表や学識経験者等で構成される「壱岐市空家等対策協議

会」（以下、「協議会」という。）を組織し、空家等に関する対策を総合的かつ計画的に推進す

ることを目的として「壱岐市空家等対策計画」を策定しました。なお、本計画は本市の空家等

対策に向けた基本的な考え方と取り組むべき施策の方向性等を示すものです。 
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壱岐市空家等対策計画 

■特措法制定の背景 

平成 25 年度の住宅・土地統計調査結果によると、全国の住宅総数 

6,063万戸のうち、820万戸が空家等であり、空家等の比率は過去最高

の13.5％まで上昇しました。（平成5年調査時は、全国で448万戸、

20年間で約1.8倍） 

特措法の施行

空
家
等
の
増
加

■空き家戸数及び空き家率の推移   

資料：総務省統計局「住宅・土地統計調査」

空
家
等
に
関
す
る

課
題
が
噴
出

適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等、地域住民の生活

環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財

産を保護するとともに、空家等の利活用を促進するためにも、早急な対応、

対策の必要性が生じましたが、空家等対策に関する法整備がなされておらず、

各自治体が対策を施すことが難しい状況でした。 

議
員
主
導

に
よ
る
法
整
備

国の政策として空家等対策を施す必要に迫られ、最終的に、議員立法により

国会へ法案が提出され、平成26年 11月 14日に衆議院で、平成26年 11

月 19日には参議院で、いずれも全会一致で可決成立し、同年11月 27日

に公布されました。 
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第１章 計画の概要 

■特措法の骨子 

空家等対策の推進に関する 
特別措置法（概要） 

空家等への立入調査等 
（第9条） 

責務（第３条・第４条）  
○空家等の所有者等の責務  
○市町村の責務 

協議会の設置（第7条）  

空家等対策計画（第6条）  

固定資産税情報の利用 
（第10条） 

所有者等による空家等の適切
な管理促進（第12条） 

空家等データベース整備等 
（第11条） 

特定空家等に対する措置 
（第14条） 
○指導助言 
○勧告 
○命令 
○代執行 
・緩和代執行 
・略式代執行 

空家等及び跡地の活用に必要
な対策の実施（第13条） 

過料（第16条） 
○措置命令違反（50万円以下） 
○立入調査拒否（20万円以下） 

国及び都道府県による財政上
及び税制上の措置（第15条） 

定義（第2条）  
○空家等  
○特定空家等 

＜定義＞ 

「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であっ
て居住その他の使用がなされていないことが常態である
もの及びその敷地（立木その他の土地に定着するものを含
む。）をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又
は管理するものを除く。（第2条第1項） 

「特定空家等」とは、①倒壊等著しく保安上危険となるお
それのある状態、②著しく衛生上有害となるおそれのある
状態、③適切な管理が行われないことにより著しく景観を
損なっている状態、④その他周辺の生活環境の保全を図るた
めに放置することが不適切である状態 にある空家等をいう 

（第 2 条第 2 項）

＜国による基本方針の策定・市町村による計画の策定等＞ 

■国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策の基
本指針を策定（第5条） 

■市町村は、国の基本指針に即した、空家等対策計画を策
定（第6条）、協議会を設置（第７条） 

■都道府県は、市町村に対して技術的な助言、市町村相互
間の連絡調整等必要な援助（第8条）

＜空家等についての情報収集＞ 

■市町村長は、 

・法律で規定する限度において、空家等への立入調査が

可能（第9条） 

・空家等の所有者等を把握するために固定資産税情報の
内部利用が可能（第10条） 

■市町村は、空家等に関するデータベースの整備等を行う
よう努力（第11条） 

＜空家等及びその跡地の活用＞ 

市町村による空家等及びその跡地に関する情報その他こ
れらの活用のための対策の実施（第13条）

＜特定空家等に対する措置＞ 

特定空家等に対しては、除却、修繕、立木竹の伐採等の措
置の助言・指導、勧告、命令が可能。さらに要件が緩和さ
れた行政代執行法により強制執行が可能（第14条）

＜財政上の措置及び税制上の措置等＞ 

市町村が行う空家等対策の円滑な実施のために、国及び地
方公共団体による空家等に関する施策の実施に要する費
用に対する補助、地方交付税制度の拡充、必要な税制上の
措置等を行う（第15条）

都道府県による援助（第8条） 

基本指針（第5条） 

【施策の概要】 
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壱岐市空家等対策計画 

２２．．計計画画のの位位置置づづけけ

本計画は、特措法 第６条の規定に基づき、国が定めた基本指針に即して定めたものです。 

なお、本市においては、「第2次壱岐市総合計画」の下位計画として位置づけるものであり、

本計画の推進にあたっては、「壱岐市まち・ひと・しごと創生総合戦略」、「壱岐市景観計画」、

「壱岐市住宅マスタープラン」等の関連計画と整合を図るものとします。 

３３．．計計画画のの期期間間

本計画の期間は、5年間とします。 

ただし、社会・経済情勢の変化や国・県の動向、市の上位計画及び関連計画等を踏まえ、必

要に応じて見直し等を行います。 

４４．．計計画画のの対対象象

（１）対象エリア

本市では、空家等が市全域に点在していることから、「市全域」を計画の対象地区とします。 

上位計画 関連計画 

壱岐市景観計画 

壱岐市まち・ひと・ 
しごと創生総合戦略 

壱岐市空家等対策計画 

第 2次壱岐市総合計画 

空家等対策の推進に関する特別措置法 

壱岐市住宅
マスタープラン 

対象エリア：市全域 

計画期間：平成30年度～平成34年度 

整合 

連動 

則す 
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第１章 計画の概要 

（２）対象とする空家等の定義

本計画では、概ね１年間以上に渡って使用実績がない建築物を「空家等」と定義します。 

※１：「建築物」とは建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１号の「建築物」と同義であり、土地に

定着する工作物のうち、屋根及び柱又は壁を有するもの（これに類する構造のものを含む。）、これに附属す
る門又は塀等をいいます。 

※２：「附属する工作物」とはネオン看板など門又は塀以外の建築物に附属する工作物が該当します。 

※３：「居住その他の使用がなされていない」とは、人の日常生活が営まれていない、営業が行われていないなど、
当該建築物等を現に意図を持って用いていないことをいいます。 

※４：『空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基本的な指針』（平成 27年 2 月 26 日総務省

告示・国土交通省告示第1号）には、「居住その他の使用がなされていないことが常態である」とは、「建築
物等が長期間にわたって使用されていない状態をいい、例えば概ね年間を通して建築物等の使用実績がない
ことは１つの基準となる」と示されています。 

マンション・アパート等の共同住宅は１戸でも使用されていれば「空家等」に該当しません。 

なお、総務省統計局による住宅・土地統計調査においては、別荘や賃貸・売却用の住宅等を

含めて「空き家」と定義していますが、本計画で定義する「空家等」は住宅・土地統計調査に

おける「その他の住宅」のうち、概ね 1 年以上に渡って使用実績がない建築物が対象となり

ます。 

■総務省統計局 住宅・土地統計調査による「空き家」の定義 

空き家の種類 定   義 

二次的住宅 別荘 週末や休暇に避暑・避寒・保養などの目的で使用されている住宅で、普段

は人が住んでいない住宅 

 その他 普段住んでいる住宅とは別に、残業で遅くなったときに寝泊まりするなど、

たまに寝泊まりしている人がいる住宅 

賃貸用の住宅 新築・中古を問わず、賃貸のために空き家になっている住宅 

売却用の住宅 新築・中古を問わず、売却のために空き家になっている住宅 

その他の住宅 上記以外の人が住んでいない住宅 

※総務省統計局の住宅・土地統計調査における「空き家」は、「二次的住宅」「賃貸用の住宅」「売却用の住宅」「そ

の他の住宅」の 4 つに分類され、特措法に規定する「空家等」の定義とは異なり、共同住宅等の空室も含みま
す。本計画において、住宅・土地統計調査結果を引用する場合や「空き家・空き地情報バンク」等の名称を記載
する場合は、「空き家」と表記します。 

居住その他の使用がなされていないことが常態の 

建 築 物 付属する工作物 

上記の敷地（立木その他の土地に定着する物を含む） 

■本計画における空家等の対象 

【空家等の定義】（特措法 第２条第１項） 

建築物※１又はこれに附属する工作物※２であって居住その他の使用がなされていない

※３ことが常態※４であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）

をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 
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（３）対象とする跡地の定義

本計画では、空家等が除却された土地を「跡地」と定義します。（ただし、土地を売買又は

賃貸するためのものは除きます。） 

（４）特定空家等の定義

本計画では、以下の状態にあると認められる空家等を「特定空家等」と定義します。 

また、本市における特定空家等の判断基準は、特措法 第 14条第14項に基づく「『特定空

家等に対する措置』に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン）」に記載のあ

る「『特定空家等』の判断の参考となる基準」を踏まえて設定します。 

■ 特定空家等の判断基準

状  態 参考基準の例示の内容 
１.そのまま放置すれば倒
壊等著しく保安上危険
となるおそれのある状
態 

・ 建築物の倒壊等のおそれがある 
（建築物の著しい傾斜、基礎・土台の損傷、柱、梁、筋かい、柱・
梁の接合部の破損及び変形等） 

・ 屋根、外壁等が脱落、飛散するおそれがある 
（全部又は一部において、屋根や外壁の破損、脱落等） 
・ 擁壁が老朽化し危険となるおそれがある 
（擁壁のひび割れ、破損、変形等） 

2.そのまま放置すれば著
しく衛生上有害となる
おそれのある状態 

・ 排水管の破損等による汚物の流出、臭気の発生等 
・ ごみ等の放置や不法投棄による臭気の発生、はえ・蚊等の害虫
の発生  など 

3.適切な管理が行われて
いないことにより著し
く景観を損なっている
状態 

・ 既存の景観に関するルール（建築物又は工作物の形態意匠等の
制限）に著しく不適合 

・ 外壁の落書き、多くの窓ガラスの破損、建築物を全面に覆う程
度の立木等の繁茂等により、周囲の景観と著しく不調和 

4.その他周辺の生活環境
の保全を図るために放
置することが不適切で
ある状態  

・ 立木の枝等が道路へ越境し、歩行者等の通行を妨げている など 
・ 小動物が住み着くことによる鳴き声、汚物の放置、シロアリ等
の大量発生  など 

・ 門扉の未施錠、開口部の開放等により、不特定の者が容易に侵
入可能な状態での放置  など 

この判断基準により判断された特定空家等に対する措置（助言・指導、勧告、命令及び行政

代執行）については、国土交通省が定める「『特定空家等に対する措置』に関する適切な実施

を図るために必要な指針(ガイドライン)」第２章における、「(２)周辺の建築物や通行人等に対

し悪影響をもたらすおそれがあるか否か」、「(３)悪影響の程度と危険等の切迫性」を勘案し、

総合的に判断します。

【特定空家等の定義】（特措法 第２条 第２項） 

① そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態 

② そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態 

③ 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態 

④ その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 
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第第２２章章 空空家家等等のの現現状状とと課課題題

１１．．壱壱岐岐市市のの状状況況

空家等を取り巻く現状を踏まえ、空家等対策を進める上での課題を導くために、本市の空家

等を取り巻く社会的背景について整理しました。 

（１）人口と世帯数の状況

①人口推移、推計 

本市の人口は減少を続けており、今後も減少傾向は続くと見込まれます。国立社会保障人

口問題研究所による独自推計では、平成27年から平成52年の25年間で約8千人減少す

ると予想されています。また、人口減少と同様に老年人口も減少する見込みである一方、高

齢化率は増加傾向にあり、平成52年には約40％に達すると予測されています。 

②世帯数の変化 

一般世帯数は、昭和 60 年からほぼ横ばい状態でしたが、近年は、若干の減少傾向となっ

ています。 

10,656 10,543 10,565 10,635 10,544 10,401
10,002

8,000

8,500

9,000

9,500

10,000

10,500

11,000

39,528 37,308
35,089

33,538
31,414

29,377
27,103

25,472

23,617
21,869 20,223

18,657
23.8

21.4

18.9
16.6 15.2 14.2 13.8 12.6 12.0 11.7 11.6 11.9

60.9 60.3
58.3

56.3 55.1 54.0
50.7 49.8 48.7 48.4 48.5 47.7

15.3
18.3

22.8
27.1

29.7 31.8
35.5

37.6

39.3 39.9 39.9 40.4

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

年少人口(0～14) 生産年齢(15～64） 老年人口(65歳以上)

年少人口率 生産年齢率 高齢化率

（人）
（％）

将来推計

■壱岐市の世帯数の推移
出典：昭和 60年～平成27年国勢調査 

■壱岐市の人口推移と推計 
出典：昭和60年～平成27年国勢調査、国立社会保障人口問題研究所 
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③類型別の世帯数 

家族類型別に世帯数の割合の推移をみると、核家族世帯は横ばい状態、単独世帯は年々増加

しており、核家族以外の世帯は減少を続けています。 

出典：昭和60年～平成27年国勢調査 

④65 歳以上世帯員の有無別の世帯数 

65 歳以上の世帯員がいる世帯の割合は年々増加しており、平成 27 年には 62.4％となっ

ています。

出典：昭和60年～平成27年国勢調査

■壱岐市の類型別の世帯数 

■壱岐市の 65 歳以上世帯員の有無別の世帯数 

37.6

41.1

41.6

43.5

48.4

54.4

58.8

62.4

58.9

58.4

56.5

51.6

45.6

41.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成27年

平成22年

平成17年

平成12年

平成7年

平成2年

昭和60年

65歳未満の世帯 65歳以上のいる世帯

50.7 50.1 49.6 49.6 49.4 49.8 50.2

34.8 33.9 31.7 29.3 27.1 24.2 21.6

0.1 0.1 0.1 0.2 0.2 0.4 0.2

14.2 15.7 18.4 20.9 23.3 25.4 27.8

0.2 0.2 0.2 0 0 0.2 0.2

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

核家族世帯 核家族以外の世帯 非親族世帯 単独世帯 不詳

（世帯）
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（２）住宅の状況

①住宅の構造 

住宅を構造別にみると、平成25年時点では防火木造ではない木造住宅が最も多くなってい

ます。また、建築の時期別にみると、住宅の着工数は昭和46年から55年をピークに減少傾

向にあり、住宅の構造をみると、常に防火木造ではない木造住宅の割合が高い傾向にあります。

特に、昭和45年以前では、全体の9割近くを防火木造ではない木造住宅が占めています。 

■壱岐市の住宅の構造別の割合 

出典：平成 25年住宅・土地統計調査

■壱岐市の住宅の構造別着工数の割合 

出典：平成 25年住宅・土地統計調査 

86.5

72.7

80.1

69.6

50.1

55.2 60.0

8.7

9.0

10.9
19.1

26.8

34.5 30.0

3.8

16.1
7.7 8.7

20.7

8.6 5.0

0.3 1.8
1.3

1.7 2.4 1.7

0.7 0.4 0.9

5.0

2,890

2,220

1,550

1,140

810
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200

0
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1,000
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2,000
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3,000

3,500

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

（戸）

木造(防火木造を除く) 防火木造

鉄筋・鉄骨コンクリート造 鉄骨造

その他 着工数

（建築の時期） 

木造(防火木

造を除く) 

74.8%

防火木造

13.8%

鉄筋・鉄骨

コンクリー

ト造 9.7%

鉄骨造

1.2%

その他

0.5%
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②住宅の建て方 

住宅を建て方別にみると、平成 25年時点では一戸建てが8,450 戸と最も多くなっていま

す。また、建築の時期別にみても、共通して一戸建ての割合が高い傾向にあります。 

■壱岐市の住宅の建て方別の割合 

出典：平成 25年住宅・土地統計調査

■壱岐市の住宅の建て方別着工数の割合 

出典：平成 25年住宅・土地統計調査 
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2.4

1.7
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1.0
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1,550

1,140
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0
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1,000
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2,000

2,500

3,000

3,500

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

（戸）

一戸建て 長屋建て 共同住宅 その他 着工数

（建築の時期） 

一戸建て

8,450戸

長屋建て

260戸

共同住宅

710戸

その他, 

90戸
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２２．．空空きき家家のの現現状状（（総総務務省省統統計計局局 住住宅宅・・土土地地統統計計調調査査））

平成25年住宅・土地統計調査の結果から、全国・長崎県・壱岐市の空き家の現状を整理し

ました。 

（１）全国の空き家の状況

平成 25 年 10 月１日現在における我が国の総住宅数は 6,063 万戸で、5年前の平成 20

年に比べて 304 万戸（5.3％）増加しました。また、平成 10 年からの 15 年では、総住宅

数が1,038万戸増加しています。 

住宅のうち空き家についてみると、平成25年の空き家数は820万戸で、平成20年に比

べて63万戸（8.3％）増加しました。空き家率（総住宅数に占める割合）は、平成10年に

初めて１割を超えて 11.5％、平成 25 年には 13.5％となり、空き家数、空き家率ともに過

去最高となりました。 

なお、別荘等の二次的住宅数は 41万戸であり、二次的住宅を除く空き家率は12.8％とな

っております。 

■全国の総住宅戸数に対する空き家戸数と空き家率 

出典：平成 25年住宅・土地統計調査

3,106
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（万戸）
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（２）長崎県の空き家の状況

長崎県の空き家の状況をみると、平成 15 年の 7.5 万戸から平成 20 年には 8.9 万戸まで

増加し、更に平成25年にかけて10.2万戸と増加傾向にあります。 

また、総住宅戸数に占める空き家数の割合（構成比）をみると、平成15年には12.3％（全

国は 12.2％）と全国と同程度の割合でしたが、平成 20 年には 14.1％（全国は 13.1％）、

平成25年には15.4％（全国は13.5％）と、構成比においても増加傾向にあります。 

■長崎県の空き家の状況（全国との比較）

出典：平成 25年住宅・土地統計調査

（３）壱岐市の空き家の状況

本市の空き家の状況をみると、平成 20 年から平成 25 年の 5 年間のうち、総住宅戸数が

300 戸減少しているにも係らず、空き家の戸数は 990 戸増加しており、空き家率が約 2倍

近く大きくなっている状況です。 

■壱岐市の総住宅戸数に対する空き家戸数と空き家率 

出典：平成 25年住宅・土地統計調査
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また、本市における空き家は、全国・長崎県と比べても割合が大きくなっています。 

空き家の分類別にみると、全国や長崎県と比べ、「二次的住宅」「売却用の住宅」「賃貸用の

住宅」といった、管理されている空き家の割合が小さくなっています。 

「その他の住宅」については、９割以上が一戸建てで、賃貸用の住宅は一戸建てよりも、長

屋建て・共同住宅が多くなっています。 

出典：平成 25年住宅・土地統計調査

出典：平成 25年住宅・土地統計調査

■総住宅数における空き家の分類と内訳 

（左：総住宅数における空き家の割合、右：空き家の分類別の割合） 

■壱岐市の空き家の分類 

（左：その他の住宅の建て方の分類、右：賃貸用住宅の建て方の分類） 
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３３．．空空家家等等実実態態調調査査結結果果

（１）調査の目的

特措法が施行されたことに伴い、本市における空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実

施するため、市全域における空家等の分布や状況を把握することを目的とした実態調査を実施

しました。（実施期間：平成28年7月 13日～平成29年2月 28日） 

（２）調査方法

家屋課税台帳等を用いて空家等候補家屋を抽出したのち、空家等候補家屋を対象に、現地に

て建物を1棟ずつ確認しました。 

なお、調査にあたっては公道からの外観目視確認とし、敷地内への立入りは行わないものと

しました。 

（３）空家等候補家屋の抽出

家屋課税台帳を基に、水道データ及び住民リストとマッチング処理を行ない、水道を使用し

ていない建物、又は住民票がない建物を空家等候補家屋（現地調査対象）として抽出しました。

その結果、2,060件が空家等候補家屋となり、これらを対象に実態調査を実施しました。 

■空家等候補家屋の抽出フロー 

水道データ 

21,125 件 

住民リスト 

11,657 件 

危険家屋 
40件 

住宅用途の抽出 

空家等候補家屋

2,060 件 

家屋課税台帳

39,776件 

住宅用途 

17,514件 

アンマッチ 
2,629 件 

水道データの突合 

住民リストの突合 

水道使用あり
13,647 件 

水道使用なし
1,238件 

住民票あり 
1,847件 

住民票なし 
782件 
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空家等

1,017件

非空家

527件

滅失

63件

建替え

20件

不明

94件
建物なし

423件

（４）調査結果の概要

①本市における空家等の数 

空家等候補家屋の抽出結果である

2,060 件を対象に現地調査を実施し、

さらに現地調査の際に空家等候補の可

能性があった 84 件を追加調査しまし

た。その結果、市全域において1,017

件の空家等を確認しました。 

空家等の判定にあたっては、非空家

及び以下に示した分類以外のものを空

家等と判定しました。 

■図表 4.4 空家等候補の分類 

分類 分類の定義 

滅失 位置を特定して現地調査した結果、解体等により建物が存在していなかった。 

建替え 空家等候補の特徴とは一致せず、新しい建物が存在していた。 

不明 空家等候補家屋は存在したが、公道からの目視確認で空家等、非空家の判定

ができなかった。 

建物なし 概ねの位置を目標に現地に行ったが、それらしい建物は見つからなかった。 

②居住可能性別空家等の割合 

1,017件の空家等のなかで、居住の可能性について、「居住可能」である空家等が40.4%、

「一部修繕すれば居住可能」である空家等が35.5%であり、空家等と判定された建物のうち

75.9%が居住可能（修繕を含む）な建物でした。 

■居住の可能性の分類（n=1,017）

■空家等候補家屋の分類（n=2,144）

居住可能

40.4%

確認不可

9.3%

居住不可能 
14.8％ 

一部修善すれば
居住可能 
35.5％ 



16

壱岐市空家等対策計画 

③地区別空家等の数 

1,017件の空家等を、地区別・居住可能性別に整理した結果、以下のとおり、空家等は郷

ノ浦地区が392件と最も多く、次いで芦辺地区が多い結果となりました。 

■地区別の空家等数 

地区 
居住可能性（件） 

計 
居住不可能 

一部修繕すれば
居住可能 

居住可能 確認不可 

郷ノ浦 53 119 171 49 392 

勝本 44 51 71 23 189 

芦辺 41 130 134 20 325 

石田 12 61 35 3 111 

合計 150 361 411 95 1,017 

■地区別の空家等の分布（グラフ）
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■壱岐市における空家等の分布状況 

勝本 

芦辺 

郷ノ浦 

石田 

空家等の数 
：392件 

空家等の数 
：189件 

空家等の数 
：325件 

空家等の数 
：111件 

石田

居住不可能 

10.8％ 

一部修善すれば

居住可能 

55.0％ 

居住可能 

31.5％ 

確認不可 

2.7％ 

郷ノ浦

居住不可能 

13.5％ 

一部修善 

すれば 

居住可能 

30.4％ 

居住可能 

43.6％ 

確認不可 

12.5％ 

勝本

居住不可能 

23.3％ 

一部修善すれば

居住可能 

27.0％ 

居住可能 

37.6％ 

確認不可 

12.1％ 

芦辺

居住不可能 

12.6％ 

一部修善すれば

居住可能 

40.0％ 

居住可能 

41.2％ 

確認不可 

6.2％ 
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壱岐市空家等対策計画 

④特定空家等の評価 

現地調査の結果、空家等に分類され、かつ今後そのままの状態で居住の可能性が低い「居

住不可能」と判定された 150 件の建物を対象に、以下の観点で特定空家等候補家屋を評価

しました。 

なお、空家等に占める特定空家等候補家屋の割合が最も大きかったのは勝本地区の16.4％

でした。 

■特定空家等候補家屋の評価の観点 

判定区分 評価の観点 

1 主要な構造材（屋根、外壁、柱、基礎）に大きな損傷や老朽が見られ、倒壊によっ

て隣地や道路に影響を及ぼす可能性がある状態。 

2 調査時に臭気や野生動物の棲みつき等を確認、もしくは敷地内に廃棄物が大量に散

乱しており周辺環境に悪影響を及ぼす可能性がある状態。 

3 建物を覆うような植栽の繁茂や敷地内に廃棄物が大量に散乱しており、周辺環境と

の調和を乱している状態。 

4 窓や玄関が開け放されており不特定の者が容易に進入できる状態や、敷地内の植栽

の繁茂によって道路の通行等に支障が出ている状態。 

5 居住可能性が不可能と判断されたが、周辺の住環境に影響するような上記1～4の

状態は見られず、経過観察が必要な状態。（道路や隣接家屋等から離れている場合） 

■地区別の特定空家等候補数 

地区 
特定空家等候補の評価判定（件） 

合計 
空家等に占める 

特定空家等候補家屋の割合 
特定空家等候補家屋 
※判定1～4 

候補対象外 
※判定5 

郷ノ浦 32 （16） 21 53 8.2％ 

勝本 31 （12） 13 44 16.4％ 

芦辺 28 （9） 13 41 8.6％ 

石田 11 （3） 1 12 9.9％ 

合計 102 （40） 48 150 10.0％ 

（  ）内の数字は、特定空家等候補家屋のうち、複数の評価があるもの（判定 1～4の複数に該当） 

■地区別の特定空家等候補家屋の分布（グラフ）

32 31
28

11

21

13
13

1

0

10

20

30

40

50

60

郷ノ浦 勝本 芦辺 石田（件）

評価判定

特定空家等候補家屋のうち、複数

の評価あり

※判定1～4の複数に該当

候補対象外

※判定5

特定空家等候補家屋

※判定1～4

3 
9 

12 
16 
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勝本 

芦辺 

郷ノ浦 

石田 

居住不可能な
空家等の数 
：44件 

居住不可能な
空家等の数 
：41件 

居住不可能な
空家等の数 
：12件 

居住不可能な
空家等の数 
：53件 

■壱岐市における特定空家等候補家屋の分布状況 

石田

特定空家等候補 

91.7％ 

候補 

対象外 

8.3％ 
郷ノ浦

特定空家等候補 

60.4％ 

候補対象外 

39.6％ 

勝本

特定空家等候補 

70.5％ 

候補対象外 

29.5％ 

芦辺

特定空家等候補 

68.3％ 

候補対象外 

31.7％ 
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壱岐市空家等対策計画 

４４．．平平成成 2266 年年空空家家実実態態調調査査結結果果（（国国土土交交通通省省））

（１）調査の目的と手法

本調査は、全国の戸建住宅の空き家について利用状況、管理実態などを把握し、空き家に関

する基礎資料とすることを目的として、国土交通省が平成26年に実施したものです。 

■調査対象者とアンケート回収状況 

件 数 備 考 

調査対象者数 11,163 
平成 25 年住宅・土地統計調査の調査対象住宅のうち、無作為に

抽出した戸建空き家の所有者、管理者、土地所有者等を対象 

有効回答数 3,316 回収率29.7％ 

（２）調査結果（抜粋）

①人が住んでいない戸建て空き家の建築時期 

人が住んでいないもののうち、その他の住宅は、昭和 55 年以前の建築の割合が大きく、

74.6%となっています。 

■人が住んでいない戸建て空き家の建築時期（総数・利用状況別、n=2,140） 

19.8

7.2

13.2

15.4

9.5

6.4

9.4

8.8

20.0

23.0

14.8

17.9

25.3

31.9

24.0

25.2

10.1

17.4

14.4

12.3

4.1

3.8

10.6

6.8

2.2

2.6

6.6

4.3

0.4

0.9

1.3

0.8

5.8

5.5

3.1

5.0

2.7

1.3

2.6

3.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

その他の住宅

賃貸・売却用の住宅

一時現在者のみ・二次的住宅

総数

昭和25年以前 昭和26～35年 昭和36～45年 昭和46～55年 昭和56～平成2年

平成3～12年 平成13～22年 平成23年以降 不明 無回答
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②人が住んでいない戸建て空き家の所有者の年齢 

所有者の年齢については、「65～74歳」が29.7%となっており、「75歳以上」の25.9%

と合わせて、高齢者（65歳以上）が55.6%を占めています。 

■所有者の年齢（総数・利用状況別、n=2,140） 

③住宅を取得した経緯 

住宅を取得した経緯については、総数でみると、「相続した」が52.3％と最も多く、次い

で「新築した・新築を購入した」が 23.4%、「中古住宅を購入した」が 16.8%の順になっ

ており、利用状況別にみると、その他の住宅では「相続した」の割合が比較的大きく、56.4%

となっています。 

■住宅を取得した経緯（総数・利用状況別、n=2,140） 

0.6

0.3

0.4

0.6

0.5

6.8

1.3

2.6

1.3

1.4

14.1

6.9

6.4

5.5

5.9

18.4

15.9

14.0

15.3

14.7

13.4

16.5

16.6

19.4

17.1

24.4

28.4

27.7

33.4

29.7

20.1

28.5

29.4

22.8

25.9

2.1

0.7

0.9

0.8

1.0

0.0

1.3

2.1

0.9

3.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

その他の住宅

賃貸・売却用の住宅

一時現在者のみ・二次的住宅

総数

29歳以下 30～39歳 40～49歳 50～59歳 60～64歳 65～74歳 75歳以上 不明 無回答

（参考）居住世帯ありの持ち家の

戸建て住宅の家計を主に支える者

の年齢（平成25年住宅・土地統

計調査） 

20.5

22.1

27.1

23.4

16.9

24.7

16.1

16.8

56.4

49.4

52.8

52.3

2.3

1.7

2.4

2.1

2.1

0.9

0.9

1.6

1.7

1.3

0.7

3.7

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

その他の住宅

賃貸・売却用の住宅

一時現在者のみ・二次的住宅

総数

新築した・新築を購入した 中古を購入した 相続した 無償で譲渡された 不明 無回答
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④管理者・管理の頻度 

戸建て空き家の主な管理者については、「所有者または所有者と同居している親族」が

64.2%、「所有者と同居していない親族」が17.5%の順になっており、所有者やその親族が

81.7%と全体の約4/5を占めています。一方で、「不動産業者、建築会社、管理専門業者な

ど」は2.0%と割合が小さくなっています。 

■主な管理者（n=2,140） 

管理者がいるものについての管理の頻度は、「月に1回～数回」が34.3%と最も多い一方

で、「年に1回～数回」が23.1%など、年に数回以下のものが23.8%と全体の約1/4を占

めています。 

■管理の頻度（総数・利用状況、n=1,906） 

11.9

2.4

20.1

14.4

18.7

10.0

24.3

20.0

33.1

41.7

33.2

34.3

26.9

32.2

17.1

23.1

1.1

1.4

0.2

0.7

8.2

12.3

5.0

7.5

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

その他の住宅

賃貸・売却用の住宅

一時現在者のみ・二次的住宅

総数

ほぼ毎日 週に1回～数回 月に1回～数回 年に1回～数回 数年に1回 無回答

所有者または
所有者と同居
している親族 
64.2％ 

所有者と同居
していない 
親族 
17.5％ 

自社（法人
所有の場合） 
3.1％ 

この住宅の
近所の人など 
2.2％ 

不動産業者、
建築会社、 
管理専門業者
など 
2.0％ 

誰も管理して
いない 
4.0％ 

不明
1.0％ 

無回答
5.9％ 
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⑤管理をする上での障害・課題 

管理をする上での障害・課題については、総数でみると、「管理の作業が大変」が26.3%、

「住宅を利用する予定がないので管理が無駄になる」が 23.6%、「遠方に住んでいるので管

理が困難」が 21.4%などとなっている一方で、「障害や課題はない」の割合が 28.1%とな

っています。 

所有者の自宅等からの距離別にみると、片道1時間を越えると「遠方に住んでいるので管

理が困難」の割合が大きくなっており、「車・電車などで1時間超～3時間以内」は54.6%、

「車・電車などで 3 時間超～日帰りが不可能」は 72.0%となっています。一方、距離が近

いほど「障害や課題はない」の割合が大きくなっており、「ほとんどかからない」で 39.9%

となっています。 

■管理をする上での障害・課題（総数・所有者の自宅等からの距離別、複数回答、n=2,140） 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

遠
方

管
理

管
理

管
理

住
宅

障
害

（％）
遠方に住んで
いるので管理
が困難 

管理の作業 
が大変 

管理費用の 
負担が重い 

管理を頼める
人や業者が 
いない 

住宅を利用す
る予定がない
ので管理が 
無駄になる 

障害や課題は
ない 

総数 ほとんどかからない（隣接地など）

徒歩圏内 車・電車などで1時間以内

車・電車などで1時間超～3時間以内 車・電車などで3時間超～日帰りが不可能
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⑥専門業者への管理委託 

専門業者への管理委託については、総数でみると、「適当な業者がいれば委託したい」が

5.2%、「既に委託している」が 3.6%と、委託の意向がある割合は合わせて 8.8%となって

います。一方で、「委託するつもりはない」が77.2%と、全体の3/4以上となっています。 

また、所有者の自宅等からの距離別にみると、距離が遠くなるほど既に委託しているもの

を含め委託の意向がある割合が大きくなっており、「車・電車などで 3 時間超～日帰りが不

可能」で合わせて21.6%となっています。 

■専門業者への管理委託の希望（総数・所有者の自宅等からの距離別、n=2,140） 

⑦今後の利用意向 

今後 5 年程度のうちの利用意向については、総数でみると、「所有者やその親族が利用す

る」が 22.9%、「所有者やその親族以外が利用する」が 1.4%、「賃貸する」が 6.1%、「売

却する」が 8.8%となっています。また、「空き家にしておく」が 21.5%、「取り壊す」が

11.2%などとなっています。 

利用状況別にみると、その他の住宅では、「空き家にしておく」の割合が 31.9%と大きい

ほか、「取り壊す」も18.4%と割合が大きくなっています。 

■今後の利用意向（総数・利用状況別、n=2,140） 

12.3

11.3

5.2

2.2

1.1

5.2

9.3

6.2

3.5

1.7

1.3

3.6

68.6

70.0

80.4

86.8

88.9

77.2

3.8

6.5

5.8

4.2

2.6

5.0

5.9

5.9

5.2

5.1

6.1

9.0

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

車・電車などで3時間超～日帰りが不可能

車・電車などで1時間超～3時間以内

車・電車などで1時間以内

徒歩圏内

ほとんどかからない（隣接地など）

総数

適当な業者がいれば委託したい 既に委託している 委託するつもりはない 不明 無回答

3.8

24.7

3.9

6.1

7.8

32.3

4.7

8.8

8.8

1.3

45.2

22.9

0.3

2.9

1.4

31.9

2.1

17.8

21.5

2.3

6.0

4.5

3.7

0.3

0.4

0.1

0.3

18.4

12.8

4.8

11.2

23.2

14.5

10.8

17.0

3.1

6.0

5.3

7.1

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

その他の住宅

賃貸・売却用の住宅

一時現在者のみ・二次的住宅

総数

賃貸する 売却する 所有者やその親族が利用する
所有者やその親族以外が利用する 空き家にしておく（物置を含む） その他
アパートや貸ビルに建て替える 取り壊す 不明
無回答
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⑧賃貸・売却の意向がある場合の課題 

⑦の今後の利用意向のなかで、「賃貸する」又は「売却する」としたものについての賃貸・

売却する上での課題は、「リフォーム費用がかかる」が 29.1%と最も多く、次いで「設備や

建具が古い」が27.2%、「住宅が傷んでいる」が25.0%の順になっています。 

■賃貸・売却する上での課題（複数回答、n=320） 

⑨利用意向がある場合の利用内容 

⑦の今後の利用意向のなかで、「所有者やその親族が利用する」又は「所有者やその親族以

外が利用する」としたものについての今後の利用内容は、「所有者やその親族が住む」が

39.8%と最も多く、次いで「週末や休暇時に避暑・避寒・保養などに使用する」が36.9%、

「昼間だけ利用するなど、寝泊り以外に利用」が19.9%の順になっています。 

■主な管理者（n=2,140） 

所有者やその
親族が住む 
39.8％ 

週末や休暇時に
避暑・避寒・保養
などに使用する 
36.9％ 

残業で遅くなった
ときなどにたまに
寝泊まりする 
1.4％ 

昼間だけ使用
するなど、 
寝泊り以外 
に利用 
19.9％ 

無回答
5.9％ 

自社の社員が住む
0.8％ 

6.3

7.8

12.8

14.1

17.8

18.1

19.1

22.8

25.0

27.2

29.1

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

住宅が狭い

課題はない

住宅の耐震性が低い

接している道路が狭い

戸建てを借りる人が少ない

公共交通の便が悪い

中古戸建てを買う人が少ない

地域の高齢化や人口減少

住宅が傷んでいる

設備や建具が古い

リフォーム費用がかかる
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⑩空き家にしておく理由 

⑦の今後の利用意向のなかで、「空き家にしておく」としたものについて、その理由は、「物

置として必要だから」が44.9%と最も多く、次いで「解体費用をかけたくないから」が39.9%、

「特に困っていないから」が37.7%、「将来、自分や親族が使うかもしれないから」が36.4%

の順になっています。 

■空き家にしておく理由（複数回答、n=461） 

3.9

5.6

7.4

10

10.2

13.4

16.7

20.6

20.6

23.4

25.8

31.9

32.8

33

36.4

37.7

39.9

44.9

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

中古戸建てを買う人が少ないから

戸建てを借りる人が少ないから

満足できる家賃が取れそうにないから

資産として保有しておきたいから

道路付けや交通の便が悪いから

満足できる価格で売れそうにないから

労力や手間をかけたくないから

他人に貸すことに不安があるから

リフォーム費用をかけたくないから

古い、狭いなど住宅の質が低いから

取り壊すと固定資産税が高くなるから

さら地にしても使い道がないから

仏壇など捨てられないものがあるから

好きなときに利用や処分ができなくなるから

将来､自分や親族が使うかもしれないから

特に困っていないから

解体費用をかけたくないから

物置として必要だから
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５５．．ここれれままででのの空空家家等等にに対対すするる取取りり組組みみ

（１）管理不全な空家等への対応

①壱岐市老朽危険家屋除却支援事業 

本市では、安全かつ安心な住環境づくりを促進するため、建築整備課が主体となり、老朽

危険家屋の除却支援を行っています。 

本事業は、老朽化し危険な空家等の除却を行う人に対し、除却費の一部を補助するもので

す。補助対象の建築物や補助対象経費、補助金額は以下のとおりです。 

補助対象建築物 

・壱岐市空き家等の適正管理に関する条例施行規則(平成 25年壱岐市規則第7号)第8条に定める壱

岐市空き家等審査会が、管理不全な状態にあると認め、壱岐市空き家等の適正管理に関する条例(平

成25年壱岐市条例第3号)第 6条の規定に基づく助言又は指導を行った建築物。 

・前項の規定にかかわらず、特に市長が認めるものについては、補助対象建築物とすることができる。

補助対象経費 

・補助対象建築物の除却工事費に10分の8を乗じて得た額とし、国土交通大臣がその年に定める標

準除却費を上限とする。 

補助金の額

・補助対象経費に2分の1を乗じて得た額とし、50万円を上限とする。 

※補助金交付に関する詳細は、巻末資料「壱岐市老朽危険家屋除却支援事業補助金交付要綱」を参照 

②提携銀行の空き家解体ローン 

十八銀行及び親和銀行では、空家等の解体をより効果的に支援することを目的とした「空

き家解体ローン」を実施しており、本市は、空家等の解体に関して両銀行と提携しています。 

「空き家解体ローン」は、提携自治体より「空き家解体に関する補助金（本市においては、

壱岐市老朽危険家屋除却支援事業）」を受給される方を対象に通常より金利の引き下げを受け

ることができます。 

③空家等の適正管理 

本市では、空家等を適正に管理するため、「壱岐市空き家等の適正管理に関する条例」を定

めています。そのなかで、市長は管理不全な空家等の所有者等に対し、必要な措置を講ずる

よう助言・指導、勧告及び命令をすることができると規定しています。 

また、庁内関連部署で組織する、「壱岐市空き家等審査会」を設置しており、当審査会では、

管理不全な空家等に対し、「壱岐市空き家等の適正管理に関する条例」に基づいて、特定空家

等の認定や特定空家等の助言・指導、勧告等に向けた協議や判断を行っています。 
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【壱岐市空き家等の適正管理に関する条例（抜粋）】 

（２）空家等の利活用に関する取り組み

本市では、空家等の利活用に向けた取り組みとして、地域振興推進課が主体となり、定住促

進に向けた事業を行っています。 

①空き家・空き地情報バンク制度 

市内の空家等などの有効活用を通して、移住・定住促進による地域の活性化を図るため、

空家情報登録制度「空き家・空き地情報バンク制度」を実施しています。 

また、空き家バンクに登録された物件を賃貸又は取得した方を対象として、空家等の改修

や放置されていた家財道具の撤去等にかかる経費に対する支援事業を実施しています。 

なお、空き家・空き地情報バンク制度による空家等の利用は、移住者や新規転入者など、

UI ターンの方を対象としています。 

■空き家・空き地情報バンク制度の概要

(助言、指導及び勧告) 

第6条 市長は、前条の実態調査により、空き家等が管理不全な状態であるとき、又

は管理不全な状態になるおそれがあると認めるときは、当該所有者等に対し、必要な措置

について助言又は指導を行うことができる。 

2 市長は、前項の助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお当該空き家等が管理不

全な状態であるときは、当該所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することがで

きる。 

(命令) 

第7条 市長は、空き家等の所有者等が前条第2項の規定による勧告に応じないとき、

又は空き家等が著しく管理不全な状態であると認めるときは、当該所有者等に対し、履行

期限を定めて必要な措置を講ずるよう命令することができる。 
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利活用に関する情報提供や、地域特性を踏まえた支援等の充実が必要 

所有者等としての当事者意識を持ってもらうための啓発や空家等を適正

に管理するための情報把握が必要 

６６．．空空家家等等対対策策をを進進めめてていいくく上上ででのの課課題題

空家等実態調査や全国的な空家等に関する傾向から、空家等対策を進めていく上での課題を

整理しました。 

（１）所有者等・相続上の課題

①所有者等が特定できない 

・相続人が多数いたり、相続等に関するトラブルがある。 

・権利関係の整理や対応方法がわからず遺産分割ができない。 

②管理が行き届かない 

・所有者等（相続人を含む）の居住地が遠方にあり、定期的な管理が難しい。 

③高齢者単身世帯・高齢者夫婦世帯が増えている 

・65歳以上の単身高齢者や高齢者夫婦だけの世帯は市全体で62.4％（平成27年国勢調

査）であり、今後も高齢化が進む。 

・単身高齢者世帯について、施設への入所などにより、住宅所有者が不在となるケースが

増える。 

（２）住宅の流通や跡地利用に関する課題

①中古住宅流通に関する情報や知識が不足している 

・不動産処分や賃貸借についての相談先や業者選定の方法がわからない。 

・住宅以外の利活用に関する知識がない。 

②住宅リフォームに投資できず良質な空家等を流通できない 

・耐震基準の見直しによる耐震補強工事に対する費用を負担できない。 

・空家等になった住宅に対する住宅リフォームの支援制度がない。 

③跡地の利活用に関する情報が不足している 

・先進事例等の情報が不足しており、地域での利活用方法がわからない。 
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状況に応じた適切な相談先などの紹介や様々な支援策を提供できる

体制の整備が必要 

除却に向けた支援体制の構築や管理不全な空家等をなくすための対策

が必要 

（３）管理不全な空家等に関する課題

①空家等の除却が進まない 

・住宅を除却すると固定資産税の住宅用地特例が適用されないことに抵抗がある。 

・撤去後の土地利用や売却の見込みがない場合、除却したくても費用がかかるため、実行

に移すのが困難である。 

（４）行政の取り組みに関する課題

①問題解決のための支援の情報が不足している 

・リフォームや除却等の支援に関する情報提供が不足している。 

②相談体制が整っていない 

・建築物等の相続や売却・賃貸などの相談対応窓口が明確化されていない。

・空家等の管理や利活用に関して、市民や民間業者等との連携体制が不十分である。 
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第第３３章章 空空家家等等対対策策のの基基本本的的なな考考ええ方方

１１．．計計画画のの基基本本方方針針

本市では、以下の4つの基本方針を掲げ、総合的な空家等対策を推進します。 

基本方針① 所有者等による管理の原則

特措法第３条で「空家等の所有者又は管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、

空家等の適切な管理に努めるものとする」と規定されているように、空家等の管理責任は第一

義的には所有者等にあることが原則となります。そのため、所有者等による管理を促進し、新

たな空家等の発生や管理不全な空家等に陥ることのないよう、予防を図るための取り組みを進

めていきます。

基本方針② 地域や関係団体等との連携 

空家等の適正管理は、基本方針①にあるような所有者等の責務を基本とした上で問題を解決

しなければなりませんが、所有者等の経済的事情や遠隔地に居住していることなどにより、管

理が行き届かない結果、管理不全の空家等が地域住民の生活環境に大きく影響を及ぼしている

事例も見受けられます。

こうしたことから、空家等の問題を単に個人の問題としてではなく地域社会全体の問題と捉

え、所有者、地域住民、事業者、行政の多様な主体がそれぞれの立場で対策を講じながら連携、

協働して問題の解決に向けた空家等対策を進めていきます。

基本方針③ 地域の活性化・まちの魅力向上に向けた空家等対策の推進 

特定空家等による周辺環境への影響のほか、空家等の増加は、コミュニティの衰退やまちの

魅力の低下など、地域課題の要因となります。

そこで、地域コミュニティ及び市全体の活力の維持・向上を図るため、空家等を地域資源と

捉えた流通・活用を促進することによって、誰もが住みたい・住み続けたいと思う魅力あるま

ちづくりを実現し、本市の人口減少、少子高齢社会の克服につながる効果的な空家等対策を進

めていきます。

基本方針④ 空家等の各段階に応じた対策の実施 

空家等は老朽化することで周辺への影響や危険性が高くなるため、空家等が発生する前から

除却に至る各段階に応じた対策を実施します。
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２２．．空空家家等等のの把把握握

（１）空家等の調査

本市では、平成 28 年度に空家等実態調査を実施し、空家等の分布状況等を把握しました。

しかし、空家等は放置されることで老朽化が進行しやすい傾向であるため、現状では問題がな

くとも、将来的に周辺の生活環境に影響を及ぼす可能性があります。また、人口減少や高齢化

等の様々な要因によって今後も新たな空家等が発生することは先述したとおりです。 

そこで、平成28年度の調査結果を踏まえ、現在把握されている空家等については、所有者

等への意向調査や追跡調査を実施し、今後、空家等となる可能性のある建物については、所有

者等の意向を把握しながら継続的な実態把握に努めます。 

また、平成28年度の空家等実態調査は公道からの外観目視確認であったため、確認できな

かった空家等候補家屋もあり、それらの家屋については特措法第 9 条に基づく適切な手続き

のもとで立入調査を実施するなど、より精度の高い実態把握に努めます。 

このように、空家等の実態把握にあたっては、市によって定期的な実態調査を実施し、地域

の実情をより詳細に把握している自治会や民生委員等と連携を図りながら適切な情報収集を

行っていきます。 

（２）空家等データベースの構築

平成28年度の空家等実態調査結果を踏まえ、本市では空家等データベースを構築しました。 

空家等データベースは危機管理課において管理し、庁内関連部署が必要な施策を実施するた

めに共有できる仕組みとなっています。 

空家等データベースでは、空家等の基本情報として所在地や建物種類、階数、構造等に加え、

実態調査によって把握された建物の老朽度や周辺への影響、維持管理の状態のほか、所有者の

情報及び意向調査の結果、適正な管理の促進に向けた履歴情報を整理しています。 

なお、空家等に係る個人情報は、壱岐市個人情報保護条例に則り、適正に管理します。 



33

第３章 空家等対策の基本的な考え方 

３３．．空空家家等等対対策策のの視視点点

空家等の対策は、その空家等の段階・状態に応じて実施する施策が異なります。そのため、

空家等対策を推進していくためには、空家等の段階に応じた視点に基づき施策に取り組む必要

があります。 

空家等対策の５つの視点 

(5)推進体制

の構築 

空
家
等
の

除
却
後

放
置
・
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（１）発生抑制と適正管理の促進

空家等対策を進める上では、利用中の建物が空家化しないよう発生を抑制することが重要で

す。対策の視点としては、適切な相続手続きを促すことや、空家化した場合には相続人及び周

辺の地域住民へどのような影響を与える可能性があるかなどを周知・啓発することが挙げられ

ます。このように、利用中から適切に維持管理等に関する情報を提供することにより、管理不

全な空家等の発生を抑制することが必要です。 

また、空家化した建物の適正管理は、所有者等の責任において行われるべきものです。適正

管理に向けて所有者等に管理意識の向上を促す必要がありますが、一方で、問題を認識しなが

らも止むを得ず空家等を放置せざるを得ない状況にある方も数多くいます。空家等を適正に管

理していくためには、市内の空家等の状況を的確に把握し、適宜必要な対策を講じていく必要

があります。 

（２）空家等の利活用の促進

建物の状態が悪くなく利活用可能な空家等は、一部修繕することによって地域の資源として

捉えることができ、地域活性化や移住・定住促進につなげることができます。利活用の促進に

あたっては、本市で既に取り組んでいる空き家・空き地情報バンク制度等の事業をより一層活

用していくことはもとより、より積極的な利活用を推進するために、庁内関連部署のみならず、

国や県、各種団体、地域等との連携を通して、所有者等の意向把握や利活用に向けた各種支援

事業の紹介、中古住宅市場への流通促進等を図る必要があります。 

また、利活用促進に係る支援事業については、所有者等の事情や状況に応じた適切な制度拡

充や運用等を検討し、市民の目線に立った利活用促進方策を進めていく必要があります。 

（３）管理不全な空家等の解消

周辺環境に深刻な影響を及ぼしている空家等については、所有者等に対し、特措法や壱岐市

空き家等の適正管理に関する条例に基づいた措置を講じることで一刻も早い状況の改善が必

要です。道路や隣地に危険が及ぶ可能性のある保安上の問題や、敷地内の環境悪化が深刻な状

況にある場合には、庁内関連部署及び関連機関（警察や消防、道路・港湾・河川等の管理者）

との情報共有を通じて迅速かつ適切な対応を実施する必要があります。 

また、所有者等による除却を促すため、各種支援事業等の情報を適切に提供していく必要が

あります。 
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（４）跡地等の利活用の促進

除却後の跡地は、放置されることで不法投棄や雑草の繁茂による環境の悪化など、新たな問

題が発生する可能性があるため、適切に管理・活用する必要があります。所有者等が個人では

解決することが難しい問題でも、市の支援や地域の協力を得ることで、活性化に向けた利活用

や適正な管理を図っていくことが望まれます。 

（５）推進体制の構築

所有者等の責務を基本とした上で、市は本計画に基づき、空家等の発生予防や空家化した建

築物等の適正管理及び有効活用等について啓発や情報提供を行うとともに、生活環境に悪影響

を及ぼす空家等について必要な措置を講じていきます。また、空家等に関する課題は各々複雑

に関係しているため、解決に向けて庁内外の関係者との連携による推進体制を構築するととも

に、空家等の情報を全庁的に共有することで、横断的・総合的な空家等対策を進めていく必要

があります。 
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第第４４章章 空空家家等等対対策策のの推推進進

１１．．空空家家等等対対策策のの施施策策のの体体系系

基本方針と対策の視点を踏まえ、空家等対策の施策の方針を以下のとおり体系的に整理しま

した。 

■空家等対策の施策の体系 

空家等の 
状態 

対策の視点 施策の方針 

空家等対策の基本方針 

① 所有者等による管理の原則 

② 地域や関係団体等との連携 

③ 地域の活性化・まちの魅力向上に

向けた空家等対策の推進 

(1)発生抑制と適正管理の促進 

(4)跡地等の利活用の促進 

(3)管理不全な空家等の解消 

(2)空家等の利活用の促進 

①所有者等を対象とした意識啓発 

②空家等の情報の把握 

①所有者等への支援 

②国・県・各種団体・地域との連携 

①除却に向けた支援 

②特定空家等への対策 

①地域による跡地活用対策 

(5)推進体制の構築 ①所有者等を対象とした相談対応や助言・指導 

②地域の民間事業者等との連携体制の構築 

④ 空家等の各段階に応じた対策の実施 

除
却
・
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用
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管
理
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中

施策の推進 
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２２．．具具体体的的なな施施策策

空家等対策の施策の方針について、具体的な施策と庁内の実施体制を整理しました。 

（１）発生抑制と適正管理の促進

空家等の発生を抑制するためには、所有者等に対する意識啓発や空家化した建物の適正な管

理が必要であることから、以下の方針のもと、具体的な施策を実施していきます。 

空家等の予防及び発生抑制に対しては、建築物の所有者等をはじめとする全ての市民が、空

家等の適切な維持管理及び活用の必要性を認識することが重要であるため、広く市民に向けて

空家等の維持管理の意識付けとなる情報提供を行います。 

また、適切な対応を実施しなければ近い将来に空家化する可能性がある住宅等の所有者（住

宅等の相続人や高齢者世帯等）を対象として、より積極的な意識啓発を推進していきます。 

具体的な施策 担当課 

市広報やホームページ、パンフレット等による情報提供 危機管理課・総務課

空家等に関する各種情報（空家等の発生の原因や問題点、特措法による管理不全な空

家等に対する措置、空家等に関する補助事業等）について、市広報やホームページ、パ

ンフレット等により市民に周知、啓発します。

相続人等への啓発・情報提供 危機管理課・税務課

平成26年に国土交通省が実施した空家等実態調査の結果※に示されるように、空家等

の発生の最大要因は「相続して住宅を取得」となっていることから、相続人等に対し、

空き家の譲渡所得の特別控除に関する制度の説明など、空家化を未然に防ぐ啓発や情報

提供を実施します。                ※第２章 空家等の現状と課題（P.21）

高齢者世帯向け事業と連携した空家化予防啓発 保険課・市民福祉課 

本市では、ひとり暮らしの高齢者を対象とした高齢者等見守り支援事業を行っていま

すが、例えば訪問した高齢者宅に空家化予防の啓発パンフレットを配布するなど、本市

の事業と連携した空家化予防啓発を実施します。 

① 所有者等を対象とした意識啓発 施策の方針
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空家等を適正に管理していくためには、市内の空家等の状況を的確に把握し、適宜必要な対

策を講じていくことが必要です。 

本市では、平成28年度に空家等実態調査を実施したうえで調査結果をデータベース化して

おり、空家等の情報を把握する環境を整備していますが、住宅や空家等を取り巻く環境は日々

変化するため、継続的な情報収集による適切な情報の把握に取り組んでいきます。 

具体的な施策 担当課 

空家等実態調査の実施 危機管理課

継続的な空家等実態調査はもとより、広く市民からの情報提供や自治公民館等との連携を

図りながら、市内に所在する空家等の情報を把握します。 

また、平成28年度に実施した空家等実態調査では把握できなかった「公道から確認でき

なかった空家等候補家屋※」についても、特措法第９条に基づく適切な手続きのもとで立入調

査を実施するなど、より精度の高い空家等の情報の把握に努めます。 

※第２章 空家等の現状と課題（P.16） 「確認不可」と判定された調査対象

空家等データベースの更新 危機管理課

既に把握している空家等の新たな情報については、庁内の空家等データベースに情報を追

加登録するとともに、新たに確認された空家等についても空家等データベースを更新し、壱

岐市空き家等審査会や壱岐市空家等対策協議会で情報を共有するなど、データベースを活用

した対応体制により、空家等対策に取り組んでいきます。 

② 空家等の情報の把握 施策の方針

実態調査の実施 

データベースの更新 
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（２）空家等の利活用の促進

利用可能な空家等を資源として捉え、市場流通や利活用を促進することが必要であることか

ら、以下の方針のもと、具体的な施策を実施していきます。 

利活用可能な空家等については、所有者等に利活用の意向があっても、必要な修繕費用等の

不足や、立地条件、価格面など、市場での流通を阻害する要因が考えられます。 

そこで、空家等の所有者等への支援としては、空家等の利活用に向けた補助事業の検討をは

じめとして、現在実施している支援事業や利活用に向けた制度の情報が所有者等に行き届かな

いために利活用が進まない、ということがないよう、適切な情報提供を実施していきます。 

具体的な施策 担当課 

利活用促進に関する支援事業等の情報提供 地域振興推進課

所有者等に対し、利活用促進に関する支援事業等の情報を提供していきます。 

例えば、本市では現在、移住者用の住宅として賃貸に出す物件となる空家等を対象に活用

できるリフォーム支援事業の検討を進めています。 

また、国や県による支援事業や銀行との提携による助成・融資制度※等といった、本市以外

でも活用できる支援事業等についても情報提供を実施していきます。 

※銀行との提携による助成・融資制度 

十八銀行と親和銀行は、長崎県下の提携自治体を対象に空家等の有効活用を図るため、物件を賃

貸することを目的とした空家等のリフォーム費用や耐震・防火工事、自身の居住を目的とした購入

費用等に活用できるローンの金利引き下げ事業を実施しています。 

今後、本市では、提携による支援拡充を視野に入れた検討を進めていきます。 

十八銀行「<18リフォームプラン>」 

親和銀行「地域活性化空き家ローン」 

① 所有者等への支援 施策の方針
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具体的な施策 担当課 

不動産業者や地域団体等との連携による中古住宅市場への
流通促進

関連する部署（所管課）

不動産業者や地域団体と連携し、空家等の状態を改善することで、市場価値の高いストッ

クとしての良質な空家等の確保と中古住宅市場への流通を促進していきます。 

また、所有者等の同意を得た場合には、当該空家等の情報を不動産事業者へ提供※するなど、

不動産市場での流通の促進を図り、課題解決に取り組んでいきます。 

※「空き家所有者情報の外部提供に関するガイドライン(試案)」（平成29年３月 国土交通省住宅局）

空家等対策については、除却のみならず、流通を中心とした利活用の促進が必要であり、そのた

めには、宅地建物取引業者等の民間事業者との連携が重要であるとの考えから、空家等の所有者情

報を外部に提供する際の法制的な整理を踏まえ、所有者等の同意を得て外部に提供していく際の運

用の方法及び留意点をとりまとめたものです。 

空き家・空き地情報バンクの紹介（個別相談会等） 関連する部署（所管課） 

本市は、「全国版 空き家・空き地バンク※」に参加登録しています。同制度をより効果的に

実施していくため、市広報やホームページ等による案内だけではなく、個別相談会等の実施

によって空家等の情報や利活用方法・事例等を移住希望者に紹介するなど、より積極的な情

報周知を図っていきます。（本市の空き家・空き地バンク制度についてはP.28に紹介しています。）

※「全国版 空き家・空き地バンク」 

全国の自治体の空家等の情報を集約し、情報項

目の一元化や情報量の確保によって空家等の情報

を広く発信する仕組みのことで、国土交通省の採

択を受けて民間事業者が実施するものです。 

本市は、アットホーム株式会社が運営する全国

版空き家・空き地バンクに参加登録しています。 

（平成30年2月１日現在） 

  https://www.akiya-athome.jp/
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利活用が可能な空家等については、賃貸や売却といった市場での流通以外にも様々な用途が

考えられます。 

地域の要望等を踏まえながら国の補助事業等の活用や各種団体等との連携を通じて、居住に

限らない用途としての整備・活用等も視野に入れるなど、地域全体の活性化を見据えて魅力あ

るまちづくりに向けた空家等の利活用を推進していきます。 

具体的な施策 担当課 

利活用に関する国の各種補助事業等の活用 関連する部署（所管課） 

空家等の利活用にあたっては、国がさまざまな事業を展開しています。 

本市においても国と連携し、各種補助事業等を活用しながら空家等の利活用の推進に取り

組んでいきます。（国の空家等利活用事業等についてはP.43～45に紹介） 

また、空家等対策に向けて国が検討中の各種制度※についても、法改正の状況や本市の施策、

空家等の状況、関連計画等との整合を図りながら具体化に向けて取り組んでいきます。 

※今後、制度化が予定されている取組みの例（国土交通省） 

○低未利用地の利用に向けて行政が能動的な働きかけを行う制度 

「低未利用土地権利設定等促進計画」制度の創設 

発生した空家等について、利用したい人と所有者等を市町村がコーディネートする仕組みであ

り、複数の土地や建物に一括して利用権等を設定する計画を作成するものです。なお、利用者に

対しては、土地・建物の取得に伴う登録免許税軽減などによって空家等を流動化しやすくします。 

○都市再生推進法人による低未利用土地等の利用を促進する制度 

都市再生推進法人に低未利用土地を譲渡した場合の特例措置

まちづくりを担う「都市再生推進法人」が、低未利用土地を一時的に保有し、利用希望者に引

き継ぐなどの業務を追加するものです。低未利用土地等を譲渡した場合、所得税や法人税、個人

住民税等を軽減します。 

○地権者全員が協定を結び、空き家・空き地を含む地域一帯の整備・管理を行う制度 

「立地誘導促進施設協定」制度の創設 

空き家・空き地を活用して公共的に利用する広場や施設等を整備・管理するために地権者合意

により協定を締結することができる制度です。協定締結者は、周辺地権者が参加を働きかけるよ

う市町村長に要請できます。なお、インセンティブとして固定資産税などの軽減があります。 

○大型商業施設の撤退などを事前に察知できる制度 

誘導すべき施設の休廃止届出制度の創設 

大型商業施設や医療施設等を休廃止しようとする場合、市町村長への事前届出や機能維持等の

ための助言・勧告などを行うものです。撤退を早めに把握することで、撤退後をにらんだ他施設

の誘致や、事業を継続できるように交渉することを可能とします。 

※上記の内容は、都市再生特別措置法の改正案として平成30年通常国会の提出に向けて閣議決定（平成30年２月９日）され

た内容であり、本計画策定時点で確定しているものではありません。 

※上記の各制度の活用には、市町村が策定する「立地適正化計画」において都市機能誘導区域等を定めている必要があります。

② 国・県・各種団体・地域との連携 施策の方針
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具体的な施策 担当課 

その他、立地条件や建物特性を考慮した利活用検討・提案 政策企画課・観光商工課 

居住の用途に限らず、個々の空家等の立地条件や建物特性を考慮した利活用は、地域活性

化や交流促進への効果が期待できます。利活用を通じた交流人口の拡大や移住・定住促進に

向けて、空家等を活用した魅力あるまちづくりに向けた検討や提案を行っていきます。 

※空家等の利活用事例 

空家等や跡地等の利活用については、その利用者によって、様々な用途が考えられます。 

空家等となった建築物の元の用途に限らず、個人や事業者、各種団体、行政といった利用者の視

点から、その地域の目指す将来の姿やニーズ等を踏まえた用途を検討し、利活用を図っていくこと

が、地域の活性化に向けた空家等の利活用の促進につながります。 

【本市の空家等の利活用事例】 

  築 100年の空家をゲストハウスとして活用（壱岐市芦辺町） 
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■国の空家等利活用事業等 

【空き家対策総合支援事業（国土交通省）】 

空家等対策計画に基づき実施する空家等の活用や除却などを地域のまちづくりの柱として

実施する市町村に対して、国が重点的・効率的な支援を行う事業です。 

社会資本整備総合交付金とは別枠の措置であり、空家等の利活用だけではなく、除却や関

連する事業にも活用可能な支援事業となっています。 

＜補助対象市区町村＞ 

 ①措置法に基づく「空家等対策計画」を策定している。 

 ②措置法に基づく「協議会」を設置するなど、地域の民間事業者等との連携体制がある。 

＜補助対象事業＞ 

 上記計画に基づく事業 

 ・空家等の活用 （例：空家等を地域活性化のための観光交流施設に活用） 

 ・空家等の除却 （例：ポケットパークとして利用するための空家等の解体） 

 ・関連する事業 （例：周辺建物の外観整備） 
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【定住促進空き家活用事業（総務省）】

定住促進空き家活用事業は、総務省の過疎地域集落再編整備事業の一事業で、地域の空家

等を活用し、地域における定住を促進するため、基幹的集落に点在する空家等の改修に必要

な経費に対して補助を行うものです。 

過疎地域市町村が事業主体となって空家等所有者から 10 年間以上借受けした空家等の改

修費が補助対象となります。 

基幹的集落に点在する空家等を有効活用して住宅を整備（３戸以上）することが要件であ

り、移住希望者に貸し付けることで集落再編整備につながる事業となっています。 

本市においても、この事業を活用することによって、空家等の利活用の推進と移住・定住

促進を図っていきます。 

【低未利用土地利用促進協定制度（国土交通省）】 

改正都市再生特別措置法 平成 28 年 9月１日施行 

低未利用土地利用促進協定制度は、まち

なかで増加している低未利用の土地、建築

物の利用促進を図るため、当該土地、建築

物等の有効かつ適切な利用に資する施設の

整備及び管理に関する協定制度です。 

地域のまちづくりを担う自治体や都市再

生推進法人等が土地や建築物の所有者と協

定を締結することで、所有者に代わって土

地や建築物を活用するものです。 
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【新たな住宅セーフティネット制度（国土交通省）】 

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する法律 

平成 29年 4月 26日公布

全国的な少子高齢化の状況を受けて増加傾向にある高齢者等に加え、子育て世帯や低額所

得者、障害者、被災者といった、住宅の確保に特に配慮を要する人（住宅確保要配慮者）は、

数多くいます。一方で、民間賃貸住宅の大家の中には、家賃滞納や孤独死、子どもの事故・

騒音等といった様々な不安感から、住宅確保要配慮者の入居に拒否感を持つ人も少なくあり

ません。 

また、今後の人口減少の動向を踏まえると、公営住宅の大幅な増加は見込めない状況であ

りますが、一方で、民間の空家等は増加しており、中には活用可能なものが多くあります。 

このような状況を踏まえ、空家等を活用した住宅セーフティネット機能を強化することが

求められ、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部を改正する

法律」（改正住宅セーフティネット法）が成立しました。 

■新たな住宅セーフティネット制度の３つの柱 

 ① 住宅確保要配慮者向けの賃貸住宅の登録制度 

賃貸人が、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として、都道府県・政令市・中

核市に登録をすることが可能であり、登録の際には、入居を拒まない住宅確保要配慮者の

範囲を定めることが可能です。（ただし、不当に制限することはできません。） 

 ② 登録住宅の改修や入居者への経済的支援 

登録住宅の一定の改修工事について、国と地方公共団体が補助を行うことが可能です。

また、制度の立上り期は、国が単独で賃貸人等への直接補助も行います。（平成 31 年度

末までの時限措置） 

 ③ 住宅確保要配慮者の居住支援 

円滑な入居の促進等を図るために、地方公共団体や不動産関係団体、居住支援者団体等

が連携して、居住支援協議会を設立することができます。また、住宅確保要配慮者と賃貸

人の双方に対し、住宅情報の提供等の支援を実施します。 

■登録制度のイメージ ■登録住宅の改修の補助対象工事 

家賃・家賃債務保証料
の低廉化 
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■壱岐市における空家等の利活用に関する計画

【壱岐市住宅マスタープラン（住生活基本計画）】 

平成 23年 3月策定

壱岐市住宅マスタープランは、「住生活基本法」や「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の

供給の促進に関する法律（住宅セーフティネット法）」の施行、「壱岐市総合計画」や「長崎

県住宅マスタープラン」の策定等を背景に、時代の要請や住民のニーズに応じた住宅政策を

体系的・総合的に推進するため、近年の住宅政策の動向及び本市の地域特性や住宅事情、居

住ニーズ等を整理・分析した上で、住宅政策の目標と展開方向、政策推進のための戦略計画

等について検討し、本市における住宅政策の指針を定めることを目的として策定されました。

（計画期間：平成23年度～平成32年度） 

このなかで、「長く住み継がれる住まいとまち」、「地域の個性を活かした住まいとまち」を

目指して具体的な施策が示していますが、空家等や空き店舗等の活用についても検討されて

います。以下に空家等や空き店舗等に関する内容を整理しました。 

基本目標 基本方針 具体的な施策 施策の内容 

長く住み継がれ

る住まいとまち 

循環利用される

良質な住宅スト

ックの形成 

中古住宅や空家

などの流通促進 
○中古住宅や空家などの流通を促進させる

ため、官民連携による物件情報の発信を

行います。 

○既存住宅の循環利用を促進するため、新

築にとらわれない合理的な消費ニーズ形

成を図り、住宅性能保証制度の普及や評

価・表示制度の普及に努めるなど、住宅

選択時の安心感が確保できるような取組

を促進します。 

地域の個性を活

かした住まいと

まち 

地域活性化に向

けた魅力ある住

まい・住環境づ

くり 

Ｕ・Ｉターンや

定住促進に対応

した住宅ストッ

クの形成 

○豊かな自然環境に恵まれた壱岐市の住み

良さを評価し、移住を希望するＵ・Ｉタ

ーン者の受け皿として、空家などの既存

ストックの活用を検討します。 

○インターネット等を活用し、地域の魅力

をアピールするとともに、空家バンクを

開設するなど、Ｕ・Ｉターン者への住宅

情報を提供し、定住促進を図ります。 

利便性の高い住

環境づくり 
○中心市街地活性化計画を推進し、商店街

の活性化や、空き店舗を活用した福祉施

設の導入等を推進し、商店や公益施設な

どの多様な都市機能がコンパクトに集積

し、高齢者でも歩いて暮らせる、便利で

にぎわいのあるまちづくりに努めます。 

○子どもが安心して安全に遊ぶことのでき

る公園や遊び場の整備や、仕事や社会活

動を行いながら子育てができる子育て支

援サービスの導入など、子育て環境の充

実を図ります。 
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（３）管理不全な空家等の解消

周辺の住環境に深刻な影響を及ぼしている空家等については、所有者等に対し、特措法や壱

岐市空き家等の適正管理に関する条例に基づいた措置を講じることが必要であることから、以

下の方針のもと、具体的な施策を実施していきます。 

適切な維持管理が行われず老朽化が進んだ空家等は、建物の倒壊や屋根・外壁部材等の脱落、

飛散等のおそれなどの危険性のほか、防災、衛生、景観など多くの問題が複合的に絡み合って

おり、これらは、放置することで周辺の生活環境へ著しい影響を及ぼす可能性があります。影

響を未然に防ぐためには、所有者等による除却を進めていく必要があることから、所有者等に

対し、適切な支援等を実施していきます。 

具体的な施策 担当課 

管理不全な空家等の所有者等に対する助言・指導 危機管理課

管理不全な空家等で、特に周辺の生活環境に影響を及ぼすおそれのある物件については、

所有者等の特定を行うとともに、当該空家等の状況を報告し、状況の改善に向けた助言や指

導等を行っていきます。 

除却等に関する支援事業の実施 建築整備課・危機管理課 

老朽化が進んだ空家等の所有者等が置かれた状況は様々であり、中には除却工事費用の確

保が難しいなど、除却に至る手続きが困難である所有者等もいます。その場合は、国及び市

で行う各種制度※等に関する情報提供を行い、支援事業を実施していきます。 

なお、現在実施している助言・指導通知の中で支援事業の説明を記載していますが、今後

も所有者等に適切に情報を提供できるよう取り組んでいきます。 

※第２章 空家等の現状と課題（P.27） ①壱岐市老朽危険空家除却支援事業、②提携銀行の空き家解体ローン

解体事業者の情報提供 危機管理課

修繕等による対応が困難と判断された空家等や、所有者等が除却を希望する場合について

は、早期是正に向けた適切な指導や相談窓口等の紹介、解体事業者等の情報提供を行ってい

きます。 

住宅用地に対する課税標準の特例の適用除外についての説明 税務課 

特措法の規定に基づき、市長が特定空家等の所有者等に対して環境の保全を図るために必

要な措置をとることを勧告した場合は、その特定空家等に係る敷地について住宅用地特例の

対象から除外することとなります。（空家等に係る税制については次ページに紹介） 

管理不全な空家等が勧告を受ける段階に至る前に適切な措置の実施を促すためにも、所有

者等に対して説明を行っていきます。 

① 除却に向けた支援施策の方針
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壱岐市空家等対策計画 

■空家等に係る税制 

①住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例の除外 

所有する不動産には固定資産税が課税されますが、住宅が建っていることを条件に課税標

準の特例が講じられています。しかし、平成 27 年度の税制改正において、特措法に基づく

必要な措置の勧告の対象となった特定空家等に係る住宅用地については、課税標準の特例か

ら除外されることになりました。 

【住宅用地の課税標準の特例】

区  分 固定資産税 

小規模住宅用地 
（住宅１戸につき200 ㎡までの部分） 課税標準×1／6 

一般住宅用地 
（住宅１戸につき200 ㎡を超える部分） 課税標準×1／3 

②空き家の譲渡所得の 3,000 万円特別控除 

空家等が放置され、周辺住民の生活環境への悪影響を未然に防ぐという観点から、空家等

の最大の要因である相続に由来する被相続人居住用家屋（相続開始直前において被相続人居

住の用に供されていた昭和56年5月31日以前に建築された家屋（旧耐震基準の状態）で、

被相続人以外に居住していた者がいなかった家屋）及び土地の有効活用を促進することを目

的に、平成28年度の税制改正において新たな制度が創設されました。 

被相続人居住用家屋及び土地を相続により取得した者が、平成 28 年 4 月 1 日から平成

31 年 12 月 31 日までの間に必要な耐震改修又は除却を行った上で、家屋又は土地を売却

した場合（相続開始日以後 3 年を経過する日の属する 12 月 31 日までの間にした譲渡）、

居住用財産の譲渡所得から 3,000 万円の特別控除（税額（長期譲渡所得）としては最大で

609万 4500円の減税となる）が適用されます。 

なお、特例措置の摘要を受けるためには、確定申告を行う必要があり、確定申告書には、

相続した家屋等が所在する市区町村の「被相続人居住用家屋等確認書」が必要となっていま

す。

※ 特別控除の適用に

は、その他に次の要
件を全て満たす必
要がある 

・建物は区分所有建築
物（マンション等）
でないこと 

・売却額が 1 億円を
超えないこと 

・相続時から譲渡まで

の間に、居住等の用
に供されていない
こと
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特定空家等への対策については、周辺の生活環境への影響として、直接的な危険性や防犯・

防災上の観点、雑草や樹木・不法投棄といった敷地内環境など、多面的に現れることから、関

連する部署がそれぞれの役割として適切に対応にあたります。 

具体的な施策 担当課 

道路等、危険箇所への注意喚起措置（バリケード等） 建設課

建物の倒壊や屋根・外壁部材等の脱落、飛散等のおそれがある場合には、道路や隣地等の

危険箇所への注意喚起措置としてバリケードや注意看板の掲示などの応急措置を行っていく

ことで、第三者への危害等の発生を未然に防ぐ取組みを実施していきます。 

警察・消防等と連携した情報収集（防犯、防災上の観点） 危機管理課

防犯、防災上の観点から不適切な空家等については、警察や消防等と連携し、情報収集に

努めます。 

敷地内環境（雑草・樹木等の繁茂や不法投棄）の適正管理 環境衛生課 

敷地内で雑草や樹木等が繁茂しており、道路や隣地に影響がある場合や不法投棄等が見ら

れるなど、衛生環境に関連する事案については、適正管理に向けた対策を実施していきます。 

特定空家等の判断 
壱岐市空き家等審査会 
危機管理課 

現在、管理不全な空家等については、特定空家等の判断を壱岐市空き家等審査会が実施し

ています。今後も、壱岐市特定空家等判定基準※に基づき、壱岐市空き家等審査会を経て特定

空家等の認定を進めていきます。            ※巻末資料 壱岐市特定空家等判定基準

所有者等調査、立入調査等の実施 危機管理課 

特定空家等と判断された空家等については、措置を実施するために所有者等を特定する調

査を実施するとともに、特措法第９条に基づく適切な手続きのもとで立入調査等を実施する

など、措置に向けた情報収集を実施していきます。 

特措法及び条例に基づく措置 
（助言・指導、勧告、命令、行政代執行） 

壱岐市空き家等審査会 
危機管理課 

特定空家等が周辺へ及ぼす悪影響の程度や切迫性を考慮し、必要に応じて特措法に基づく

措置※である助言・指導、勧告、命令、行政代執行を実施していきます。（特措法に基づく措

置の詳細フローは次ページに紹介） 

※特措法に基づく特定空家等に対する措置の概要 

助言・指導 
（第14条第1項）

勧告 
（第14条第2項）

命令 
（第14条第3項）

行政代執行 
（第 14条第 9項）

過料(50 万円以下)
（第 16条第 1項）

特定空家等 
として認定 

（第 2条第 2項）

② 特定空家等への対策施策の方針
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壱岐市空家等対策計画 

■特措法に基づく特定空家等の認定から行政代執行までの詳細フロー 

税務課へ通知

状況確認 

固定資産税等の 
住宅用地特例の適用

壱
岐
市
空
き
家
等
審
査
会

特定空家等として認定

空家等の把握 

空家等の所有者等調査（第９条第１項） 

所有者等に対する適正管理依頼通知 

所有者等に対する助言・指導（法第 14条第１項） 

空家等の現地調査（状況により立入調査によって確認） 

（第９条第2項） 

特定空家等候補

Yes 

No 

改善

改善

改善

改善

状況確認 

固定資産税等の住宅 
用地特例の適用除外

状況確認 

特定空家等認定解除

特定空家等認定解除

Yes 

Yes 

Yes 

Yes 

No 

No 

No 

諮問 

答申 

No 

諮問 

答申 

諮問 

答申 

諮問 

答申 

諮問 

答申 

所有者等に対する命令（法第1４条第3 項） 
・命令の事前通知（法第1４条第４項） 
・意見書提出又は意見聴取(法第1４条第5 項 第８項）
・公示(法第1４条第11 項、第12 項)

行政代執行（法第1４条第9 項） 

・戒告書の通知（行政代執行法第3 条第1 項） 
・代執行令書の通知（行政代執行法第3 条第2 項） 
・費用の徴収（行政代執行法第５条、６条）

所有者等に対する勧告（法第14条第２項） 

特定空家等 
候補の判断 

※壱岐市空き家等審査会における経過等は、事務局を通して壱岐市空家等対策協議会に報告し、協議します。 
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（４）跡地等の利活用の促進

除却後の跡地等については、放置されることで立木や雑草等の繁茂、ごみの不法投棄等、周

辺の生活環境の悪化に繋がる原因となることも想定されるため、利活用や適正な管理を図る必

要があります。そのためには、地域で管理していくという視点が重要になることから、以下の

方針のもと、具体的な施策を実施していきます。 

管理不全な空家等については、所有者等や管理者に適正管理を求める一方で、空家等そのも

のの除却を促す場合もあります。除却後の跡地等も有効な資源になりうることから、跡地等の

適切な活用を促進し、地域の環境改善や土地利用価値の向上に取り組みます。 

具体的な施策 担当課 

地域利用のための跡地整備（駐車場・広場等）に関する支援 関連する部署（所管課）

跡地等を地域で利用できるよう、駐車場や広場、活動交流拠点、防災施設整備（消火器具

や防災倉庫、避難場所）等として整備を図るための支援に取り組みます。 

■地縁団体等による空家等・跡地等の利活用事例 

市町村長の認可を受けた「認可地縁団体」は、不動産の登記名義人となることができるので、

管理されていない空家等や跡地等を自治会や町内会で所有して、地域で管理・活用していくケ

ースも考えられます。 

例えば、多世代交流や子育て支援施設等といった地域に根ざした交流拠点があります。 

※従来は、共有名義により登記されている不動産については関係者全員の承諾がなければ移転登記ができま

せんでしたが、平成27 年の地方自治法の改正により、認可地縁団体は以下の要件を満たして市町村長に

申請することで移転登記が可能となりました。（ただし、登記関係者により異議があった場合はその限り

ではありません。） 

＜申請要件＞ 以下を疎明する資料を提出する必要があります 

①当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること 

②当該認可地縁団体が当該不動産を10 年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること 

③当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員またはかつて当

該認可地縁団体の構成員であった者であること 

④当該不動産の登記関係者の全部または一部の所在が知れないこと

① 地域による跡地等活用対策施策の方針
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（５）推進体制の構築

空家等に関する相談については、その内容が非常に多岐にわたることから、庁内関係部署が

連携して対策を推進することが必要です。 

また、計画策定後も空家等対策を総合的かつ計画的に実施するためには、専門的な視点で多

角的な議論を行う必要があることから、以下の方針のもと、具体的な施策を実施していきます。 

空家等の所有者等による管理を促進するためには、空家等に係る情報提供や関連団体等の紹

介などが重要です。所有者や管理者、相続人等に対して適切に情報を提供できる体制の構築に

取り組みます。 

具体的な施策 担当課 

専門家団体、関連団体等の紹介 関連する部署（所管課）

建築物等の相続や売却・賃貸などにあたっては、建築、不動産、相続、税など対応分野が

多岐にわたるため、単独では解決が困難な事案が多くあります。そこで、内容に応じて関連

部署や専門家等の団体を紹介する体制の構築を進めていきます。 

相続人等への維持管理の助言・指導 危機管理課

住宅等の相続時に空家化するケースが多いことから、相続人等に対して、空家化を未然に

防ぐ相談対応や、空家等の適切な維持管理に向けた助言・指導を実施していきます。 

また、法務関係団体との協力のもと、安易な相続放棄を増やさずに空家等の問題を解決で

きるよう取り組んでいきます。 

維持管理業者や団体の紹介 関連する部署（所管課）

空家等の維持管理にあたっては、遠方に住んでいたり、高齢であるなど、所有者等単独で

の対応が難しい場合があります。維持管理に関する物理的な課題に対応するため、所有者等

に対し維持管理を代行して行うことができる業者・団体※の紹介を行っていきます。 

※壱岐市シルバー人材センターによる空家等の管理サポート 

サービス業務の内容 受注形態 費用の目安 

建物内の窓の開閉・換気 

室内の整理・清掃 

庭木の剪定・手入れ 

雑草の除草 

所有者から鍵を預かり、定期

的に管理を行う 

住戸内換気通風 

 750～860 円/h/人程度 

庭木の手入れ 

 750～1,100 円/h/人程度 

① 所有者等を対象とした相談対応や助言・指導施策の方針
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本市では、空家等に関する様々な問題に横断的に対応できるよう、庁内関連部署で構成する

「壱岐市空き家等審査会」を設置しています。現在は、空家担当課として危機管理課が中心と

なって、特に特定空家等に関する問題や対応方策等について共有・実施する体制を構築してい

ます。 

また、庁内のみならず、学識経験者や行政関係、市民等から幅広く意見を募り、より効果的

な空家等対策を実施することを目的とした「壱岐市空家等対策協議会」を組織しています。 

今後は、壱岐市空き家等審査会や壱岐市空家等対策協議会に加え、専門家団体や関連団体等

とも連携して、総合的な空家等対策に取り組んでいきます。 

具体的な施策 担当課 

壱岐市空家等対策協議会の運営 危機管理課

本計画に基づく各種取り組みや施策等の進捗状況について、壱岐市空家等対策協議会と共

有し、より実効的な空家等対策に取り組むための会議運営を行います。 

また、計画の進行や空家等を取り巻く情勢の変化等に応じて、特措法第6条に規定する本

計画の変更に関する協議を行います。 

専門家団体、関連団体等との連携（協定締結等） 関連する部署（所管課） 

多岐にわたる空家等対策に係る課題に対応するには、不動産や建築、法律等の専門家団体

と連携を図ることが重要です。必要に応じて各種団体等と協定を締結するなど、空家等の所

有者等を対象とした相談体制の拡充や、空家等の有効活用・適正管理・発生抑制等の対策を

推進していきます。 

 ② 地域の民間事業者等との連携体制の構築 施策の方針

・空家等に関する各種調査・データ収集及び
更新・データベース化 

※空家等データベースの運用にあたっては、個人情報

の取り扱いに十分留意 

・空家等に関する相談窓口 
・庁内関連部署と連携し、空家等対策を実施 

危機管理課（空家等担当課） 

・協議等 
・運営、報告 

・特定空家等の認定 
・特定空家等の助言・指導や勧告等
に向けた協議、判断

壱岐市空き家等審査会 

・空家等対策実施の経過報告、協議 

壱岐市空家等対策協議会 
連携 

・協議、審査･認定等 
・運営、報告 



54

壱岐市空家等対策計画 

３３．．主主体体別別のの役役割割

（１）所有者等の役割

特措法第３条「空家等の所有者等の責務」で、空家等の所有者等又は管理者は、「周辺の生

活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする」と規定されてい

るとおり、所有する空家等については、財産権や所有権等に基づき、管理不全な状態にならな

いよう責任を持って適切に管理することが原則となります。 

所有者等は、所有する住宅を空家化させないよう日頃から適切な管理を行うとともに、空家

等の所有者等となった場合は、市や地域に管理状況等について情報提供を行った上で、積極的

に空家等の利活用を進めるなど、早急な解消に努めることが求められます。 

（２）市の役割

市は、特措法第４条「市町村の責務」で規定されているように、空家等対策計画を作成し、

これに基づく空家等に関する対策を実施します。 

総合的かつ計画的な空家等の対策に取り組むため、本計画を踏まえて実効性のある事業を進

めるとともに、適切に管理がされていない空家等の所有者等に対しては、特措法や市の条例に

基づく助言、指導等を行い、問題解決に努めます。 

また、空家等の所有者等になる前の市民等に対する効果的な啓発活動を実施するとともに、

地域住民等から提供される空家等の情報を整理し、庁内関連部署と連携して所有者等への助言、

指導、その他適切な措置を講ずるほか、まちづくり全体を考えた空家等対策に関する取り組み

に努めます。 

なお、各種空家等対策について、庁内における実施体制は次頁に示すとおりです。 
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■空家等対策の庁内実施体制

分 類 内  容 担当課 

空家等の意識啓発・
相談対応 

市広報等による情報提供や維持管理の助言・
指導など 

危機管理課 

他事業と連携した 
意識啓発 

高齢者世帯向け事業との連携など 保険課・ 
市民福祉課 

空家等の利活用 空き家バンクの運用及び関連する支援事業の
実施など 

地域振興推進課 

空家等や空き店舗等の利活用の検討など 政策企画課 
観光商工課 

管理不全な空家等へ
の対応 

所有者等に対する助言・指導、解体事業者の情
報提供、警察・消防等の情報提供、立入調査等
の実施など 

危機管理課 

倒壊や屋根・外壁等の脱落、飛散等の応急措置
として道路等の危険箇所への注意喚起措置など 

建設課 

除却等に関する情報提供や支援事業の実施など 建築整備課 

不法投棄、雑草・樹木の繁茂の発生等への対応
など 

環境衛生課 

空家等の固定資産税の賦課など 税務課 

特定空家等の判断や特措法及び条例に基づく 
措置（助言・指導、勧告、命令、代執行）など 

危機管理課 
壱岐市空き家等審査会 

空家等対策計画 空家等対策計画の見直し、空家等実態調査、
空家等に関するデータベースの更新など 

危機管理課 

（３）地域の役割

良好な地域環境を維持するとともに、地域コミュニティ内の連携を強化するなど、空家等の

発生・放置がおこらないよう、良好な地域住民間の関係を築くことが求められます。 

また、住民同士が日ごろから情報交換できるような地域コミュニティの形成に努めるととも

に、空家等が発生した場合には、市や自治公民館、所有者等が連携して地域内の空家等の情報

提供や空家等の適正管理、利活用の促進への協力に向けた取組みに努めることが求められます。 

（４）事業者等の役割

空家等の対策は住宅等の管理だけでなく、流通や地域環境、法規制や地域コミュニティなど

様々な課題が伴うことから、専門的かつ幅広い分野での情報収集が必要となります。そのため、

事業者等はその専門的な知識や技術をもって、市や所有者等が実施する空家等の対策に対し、

情報提供や技術的な支援等を行うなど、積極的な協力体制の構築に努めることが求められます。 

また、事業者等自らが管理する住宅等についても、空家化しないよう適切な管理を行うとと

もに、空家化した場合は、早急な解消に努めることが求められます。 
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（５）壱岐市空家等対策協議会の役割

本計画を策定するにあたり、特措法に基づき、平成30年３月に壱岐市空家等対策協議会を

組織しました。本協議会は、専門的な視点から空家等対策計画の作成及び変更、並びに実施に

関する協議を行い、空家等対策を総合的かつ計画的に推進します。 

■ 主体別の役割 

・空家等対策の実施に関す

る経過報告・協議

情報提供
技術的支援

市場流通化促進

連携強化

情報提供

空家等の修理・ 
管理依頼等

情報提供

情報提供

壱岐市空家等 
対策協議会の役割

市の役割

事業者等の役割 地域の役割

・良好な地域環境を維持 

・地域コミュニティ内の連携

の強化 

・空家等の適正管理 

・利活用の促進への協力 

・空家等の適正管理に協力 

・自らが管理する空家等の適

正な管理、空家等への対応

・円滑な市場流通化の促進へ

の協力

・空家等対策計画の策定 

・空家等に関する対策の実施

・対策の実施に関する支援

・空家等の適正な管理 

・空家等の状態の解消の努力

所有者等の役割

情報提供 
技術的支援等

情報提供 

各種支援

協協 働働
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４４．．計計画画のの進進行行管管理理

空家等は、人口・世帯数の推移や高齢化の進行、住宅の供給状況など様々な要因により発生

し、今後も増加していくものと考えられます。そのため、空家等対策は、短期的な取り組みと

併せて、中長期的な視点から取り組みを継続・発展させていくことが重要となります。 

本計画に基づく取り組みや施策の進捗状況等については、壱岐市空家等対策協議会に定期的

に報告し、検証を行います。また、社会・経済情勢の変化や国・県の動向、市の上位計画・関

連計画等を踏まえ、必要に応じて計画の見直しを行います。 

CHECK 

実施成果の検証

PLAN 

空家等対策計画の作成・ 

実施体制の整備

ACTION 

空家等対策計画の見直し

DO 

計画の実施 
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資資料料１１ 空空家家等等対対策策のの推推進進にに関関すするる特特別別措措置置法法

平成二十六年十一月二十七日法律第百二十七号 

総務・国土交通・内閣総理大臣署名 

（目的） 

第一条 この法律は、適切な管理が行われていない空家等が防災、衛生、景観等の地域住民の生活環

境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住民の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生

活環境の保全を図り、あわせて空家等の活用を促進するため、空家等に関する施策に関し、国による基

本指針の策定、市町村（特別区を含む。第十条第二項を除き、以下同じ。）による空家等対策計画の作

成その他の空家等に関する施策を推進するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策

を総合的かつ計画的に推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用

がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（立木その他の土地に定着する物を含む。）をいう。

ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある

状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態、適切な管理が行われていないことにより著しく景観

を損なっている状態その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態にある

と認められる空家等をいう。 

（空家等の所有者等の責務） 

第三条 空家等の所有者又は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさな

いよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。 

（市町村の責務） 

第四条 市町村は、第六条第一項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家等に関する

対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるものとする。 

（基本指針） 

第五条 国土交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するための基

本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 

二 次条第一項に規定する空家等対策計画に関する事項 
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三 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関

係行政機関の長に協議するものとする。 

４ 国土交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表し

なければならない。 

（空家等対策計画） 

第六条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、基本指針に

即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」という。）を定めることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 

一 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等に関する対策に

関する基本的な方針 

二 計画期間 

三 空家等の調査に関する事項 

四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 

五 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活用の促進に関する事項 

六 特定空家等に対する措置（第十四条第一項の規定による助言若しくは指導、同条第二項の規定によ

る勧告、同条第三項の規定による命令又は同条第九項若しくは第十項の規定による代執行をいう。以

下同じ。）その他の特定空家等への対処に関する事項 

七 住民等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 

八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 

九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 市町村は、空家等対策計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならな

い。 

４ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し、情報の提供、

技術的な助言その他必要な援助を求めることができる。 

（協議会） 

第七条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を行うための協議会（以下

この条において「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）のほか、地域住民、市町村の議会の議員、法

務、不動産、建築、福祉、文化等に関する学識経験者その他の市町村長が必要と認める者をもって構

成する。 

３ 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 
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（都道府県による援助） 

第八条 都道府県知事は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関しこの法律に

基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び技術的な助言、市町村相

互間の連絡調整その他必要な援助を行うよう努めなければならない。 

（立入調査等） 

第九条 市町村長は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等を把握する

ための調査その他空家等に関しこの法律の施行のために必要な調査を行うことができる。 

２ 市町村長は、第十四条第一項から第三項までの規定の施行に必要な限度において、当該職員又はそ

の委任した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。 

３ 市町村長は、前項の規定により当該職員又はその委任した者を空家等と認められる場所に立ち入らせ

ようとするときは、その五日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を通知しなければならない。ただ

し、当該所有者等に対し通知することが困難であるときは、この限りでない。 

４ 第二項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、

関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

５ 第二項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 

（空家等の所有者等に関する情報の利用等） 

第十条 市町村長は、固定資産税の課税その他の事務のために利用する目的で保有する情報であって氏

名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施行のために必要な限度において、

その保有に当たって特定された利用の目的以外の目的のために内部で利用することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもののうち特別区の

存する区域においては都が処理するものとされているもののために利用する目的で都が保有する情報で

あって、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関するものについて、当該特別区の区長から提供

を求められたときは、この法律の施行のために必要な限度において、速やかに当該情報の提供を行うも

のとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村長は、この法律の施行のために必要があるときは、関係する地方公共

団体の長その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情報の提供を求めることができ

る。 

（空家等に関するデータベースの整備等） 

第十一条 市町村は、空家等（建築物を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又は賃貸するため

に所有し、又は管理するもの（周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう適切に管理されているものに限

る。）を除く。以下第十三条までにおいて同じ。）に関するデータベースの整備その他空家等に関する正



62

壱岐市空家等対策計画 

確な情報を把握するために必要な措置を講ずるよう努めるものとする。 

（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第十二条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対し、情報の提

供、助言その他必要な援助を行うよう努めるものとする。 

（空家等及び空家等の跡地の活用等） 

第十三条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（土地を販売し、又は賃貸する事業を行う者が販売し、又

は賃貸するために所有し、又は管理するものを除く。）に関する情報の提供その他これらの活用のために

必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 

（特定空家等に対する措置） 

第十四条 市町村長は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、立木竹の

伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上

危険となるおそれのある状態又は著しく衛生上有害となるおそれのある状態にない特定空家等について

は、建築物の除却を除く。次項において同じ。）をとるよう助言又は指導をすることができる。 

２ 市町村長は、前項の規定による助言又は指導をした場合において、なお当該特定空家等の状態が改

善されないと認めるときは、当該助言又は指導を受けた者に対し、相当の猶予期限を付けて、除却、修

繕、立木竹の伐採その他周辺の生活環境の保全を図るために必要な措置をとることを勧告することがで

きる。 

３ 市町村長は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなか

った場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告

に係る措置をとることを命ずることができる。 

４ 市町村長は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に

対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意見書の提出先及び提出期限を記載した通知書を

交付して、その措置を命じようとする者又はその代理人に意見書及び自己に有利な証拠を提出する機

会を与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村長に対し、意見書の

提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。 

６ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取の請求があった場合においては、第三項の措置を命じよう

とする者又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。 

７ 市町村長は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第三項の規定によって命じようとす

る措置並びに意見の聴取の期日及び場所を、期日の三日前までに、前項に規定する者に通知するとと

もに、これを公告しなければならない。 
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８ 第六項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出する

ことができる。 

９ 市町村長は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその

措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき又は履行しても同項の期限までに完了する見込みが

ないときは、行政代執行法（昭和二十三年法律第四十三号）の定めるところに従い、自ら義務者のなす

べき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。 

１０ 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべ

き者を確知することができないとき（過失がなくて第一項の助言若しくは指導又は第二項の勧告が行わ

れるべき者を確知することができないため第三項に定める手続により命令を行うことができないときを含

む。）は、市町村長は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した

者に行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨及びその

期限までにその措置を行わないときは、市町村長又はその命じた者若しくは委任した者がその措置を行う

べき旨をあらかじめ公告しなければならない。 

１１ 市町村長は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令・総

務省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。 

１２ 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。この場合におい

ては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。 

１３ 第三項の規定による命令については、行政手続法（平成五年法律第八十八号）第三章（第十二条及

び第十四条を除く。）の規定は、適用しない。 

１４ 国土交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図るために必

要な指針を定めることができる。 

１５ 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国土交通省令・総務省

令で定める。 

（財政上の措置及び税制上の措置等） 

第十五条 国及び都道府県は、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策の適切かつ

円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費用に対する補助、地方交付税制度

の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が行う空家等対策計画に基づく空家等に関

する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他の措置を講ずるものとす

る。 

（過料） 

第十六条 第十四条第三項の規定による市町村長の命令に違反した者は、五十万円以下の過料に処す
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る。 

２ 第九条第二項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、二十万円以下の過料に処す

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただ

し、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の規定は、公布の日から起算して六月を超

えない範囲内において政令で定める日から施行する。 

（検討） 

２ 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があ

ると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものと

する。 
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資資料料２２ 壱壱岐岐市市空空家家等等対対策策協協議議会会設設置置要要綱綱

（趣旨） 

第１条 この告示は、壱岐市附属機関設置条例（平成１８年壱岐市条例第９号）により設置された壱岐市

空家等対策協議会（以下「協議会」という。）について、必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。 

(1) 空家等対策計画（以下「計画」という。）の作成及び変更に関すること。 

(2) 計画の実施に関すること。 

(3) その他協議会において必要と認められる事項 

（組織） 

第３条 協議会は、市長及び委員１５人以内をもって組織する。 

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。 

(1) 地域住民 

(2) 法務、不動産、建築、福祉等に関する学識経験者 

(3) 壱岐市空き家等審査会の構成員 

(4) その他市長が必要と認める者 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

３ 追加して委嘱し、又は任命される委員の任期は、現に委嘱され、又は任命されている委員の任期の終

期までの期間とする。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は、市長をもって充てる。 

３ 副会長は、委員の内から会長が指名する。 

４ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

５ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

（会議） 

第６条 協議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。 
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２ 協議会は、必要に応じて、委員以外の者に会議への出席を求め、意見を聴取し、又は必要な資料等の

提供を求めることができる。 

（守秘義務） 

第７条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。 

(庶務) 

第８条 協議会の庶務は、危機管理課において処理する。 

（その他） 

第９条 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

附 則 

この告示は、平成２９年１２月１９日から施行する。 
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資資料料３３ 壱壱岐岐市市空空きき家家等等のの適適正正管管理理にに関関すするる条条例例

平成 25年 3月 19日 

条例第 3号 

（目的） 

第 1 条 この条例は、空き家等が放置され、管理不全な状態となることを防止することにより、生活環境の

保全及び防犯のまちづくりの推進に寄与することを目的とする。 

（用語の定義） 

第 2条 この条例における用語の定義は、次の各号に掲げるところによる。 

(1) 空き家等 市内に所在する建物その他の工作物で、常時無人の状態にあるものをいう。 

(2) 管理不全な状態 次のいずれかに該当する状態をいう。 

ア 建物その他の工作物が、老朽化若しくは台風等の自然災害により倒壊するおそれがある状態、又は

建築材等の飛散やはく落で、当該建築物の敷地外において人命若しくは身体又は財産に被害を与え

るおそれがある状態 

イ 建築物に不特定の者の侵入により、火災又は犯罪が誘発されるおそれがある状態 

ウ 建築物の敷地内にある樹木又は雑草が繁茂し、放置され、当該敷地の周囲の生活環境の保全に

支障を及ぼす状態 

(3) 所有者等 市内に所在する建物その他の工作物を所有し、又は管理する者 

(4) 市民等 市内に居住し、若しくは滞在し、又は通勤し、若しくは通学する者 

(所有者等の責務） 

第 3 条 空き家等の所有者等は、当該空き家等の敷地の整理整頓を行うとともに、当該空き家等が管理

不全な状態にならないよう、自らの責任において適正な管理をしなければならない。 

（情報提供） 

第 4 条 市民等は、管理不全な状態である空き家等があると認めるときは、速やかに市にその情報を提供

するものとする。 

（実態調査） 

第 5条 市長は、前条の規定による情報提供があったとき、又は第3条に規定する管理が行われていない

と認めるときは、当該空き家等の実態調査を行うことができる。 

2 前項の規定による実態調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、所有者等の請求があると

きは、これを提示しなければならない。 
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（助言、指導及び勧告） 

第 6条 市長は、前条の実態調査により、空き家等が管理不全な状態であるとき、又は管理不全な状態に

なるおそれがあると認めるときは、当該所有者等に対し、必要な措置について助言又は指導を行うことが

できる。 

2 市長は、前項の助言又は指導を行ったにもかかわらず、なお当該空き家等が管理不全な状態であると

きは、当該所有者等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 

（命令） 

第7条 市長は、空き家等の所有者等が前条第2項の規定による勧告に応じないとき、又は空き家等が著

しく管理不全な状態であると認めるときは、当該所有者等に対し、履行期限を定めて必要な措置を講ず

るよう命令することができる。 

（公表） 

第 8 条 市長は、前条の規定による命令を行ったにもかかわらず、当該所有者等が正当な理由なく命令に

従わないときは、次に掲げる事項を公表することができる。 

(1) 命令に従わない者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地並びに名称及び代

表者の氏名) 

(2) 命令の対象である空き家等の所在地 

(3) 命令の内容 

(4) その他市長が必要と認める事項 

2 市長は、前項の規定により公表するときは、当該公表に係る所有者等に意見を述べる機会を事前に与

えなければならない。 

（警察その他の関係機関との連携） 

第9条 市長は、第5条に規定する所有者等に関する調査、及びこの条例の施行において必要があると認

めるときは、市の区域を管轄する警察その他の関係機関に前4条の規定による調査、助言、指導、勧告、

命令及び公表の内容を提供し、当該空き家等の管理不全な状態を解消するために必要な協力を要請

することができる。 

（代執行） 

第 10条 市長は、第 6条第 2項に規定する勧告又は第 7条による命令を受けた者が、当該勧告又は命

令に従わない場合において、他の手段によってその履行を確保することが困難であり、かつ、その履行を

放置することが著しく公益に反すると認められるときは、行政代執行法(昭和 23 年法律第 43 号)の定め

るところにより自ら所有者等のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをなさしめることができる。この場

合において、その費用を当該空き家等の所有者等から徴収することができるものとする。 

2 前項の代執行の執行責任者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを
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提示しなければならない。 

（支援） 

第 11条 市長は、特に必要があると認めるときは、空き家等の所有者等に対し、第1条の規定を実現する

ための必要な支援をすることができる。 

（委任） 

第 12 条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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資資料料４４ 壱壱岐岐市市空空きき家家等等のの適適正正管管理理にに関関すするる条条例例施施行行規規則則

平成 25年 3月 19日 

規則第 7号 

（趣旨） 

第1条 この規則は、壱岐市空き家等の適正管理に関する条例(平成25年壱岐市条例第3号。以下「条

例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 

（身分証明書） 

第 2条 条例第 5条第 2項に規定する身分を示す証明書は、様式第 1号のとおりとする。 

（勧告） 

第 3 条 市長は、所有者等に対して条例第 6 条第 2 項の規定による勧告するときは、空き家等の適正管

理に関する勧告書(様式第 2号)により行うものとする。 

（命令） 

第4条 市長は、所有者等に対して条例第7条の規定による命令をするときは、空き家等の適正管理に関

する命令書(様式第 3号)により行うものとする。 

（公表） 

第 5 条 条例第 8 条第 1 項に規定する公表は、当該公表に係る所有者等に空き家等の公表に関する通

知書(様式第 4号)により通知するものとする。 

2 条例第 8 条第 2 項に規定する所有者等に意見を述べる機会については、前項の通知書に示された期

日までに、公表に関する意見書(様式第 5号)により意見を求めるものとする。 

（代執行） 

第6条 条例第10条第1項に規定する代執行は、履行期限を定めた空き家等の適正管理に関する命令

不履行戒告書(様式第 6 号)により通知し、さらにその期限までにその義務を履行しない所有者等に対し

て、代執行令書(様式第 7号)により通知して行うものとする。 

2 条例第 10 条第 2 項に定める執行責任者であることを示す証明書は、行政代執行責任者証(様式第 8

号)とする。 

（費用の徴収） 

第 7 条 市長は、条例第 10 条第 1 項の規定により代執行に要した費用を所有者等から徴収するときは、

当該代執行の執行後 14 日以内に納入通知書により代執行に要した費用の額及び納期限を所有者等
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に通知するものとする。 

2 前項の納期限は、納入通知書の発行の日から 30日以内とする。 

3 市長は、代執行に要した費用が納期限までに納入されないときは、納期限後 20 日以内に空き家等処

理費用督促状(様式第 9号)により督促するものとする。 

（空き家等審査会） 

第8条 市長は、空き家等の状態及び周辺地域に及ぼす影響を総合的に勘案した対応方針について調査

するため、壱岐市空き家等審査会(以下「審査会」という。)を置く。 

2 審査会は、次に掲げる事項について調査し、市長に報告するものとする。 

(1) 条例第 7条に定める命令に関する事項 

(2) 条例第 8条に定める公表に関する事項 

(3) 条例第 10条に定める代執行に関する事項 

(4) その他必要な事項 

3 前 2項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、別に定める。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

附 則(平成 28年 4月 1日規則第 24号) 

この規則は、平成 28年 4月 1日から施行する。 
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様式第１号（第２条関係） 

（表面）

第     号

                                年  月  日

身 分 証 明 書

                  所 属   壱岐市

                  職 名

                  氏 名                 

年  月  日生

  この者は、壱岐市空き家等の適正管理に関する条例第５条第２項に規定する実態

調査を行うことができる職員であることを証する。

        年  月  日

                          壱岐市長

（裏面）

壱岐市空き家等の適正管理に関する条例（抜粋）

（実態調査）

第５条  市長は、前条の規定による情報提供があったとき、又は第３条に規定する管

理が行われていないと認めるときは、当該空き家等の実態調査を行うことができる。

２ 前項の規定による実態調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、所有者

等の請求があるときは、これを提示しなければならない。 

写 真
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様式第２号（第３条関係） 

番     号

年  月  日

空き家等の適正管理に関する勧告書

様

                      壱岐市長          印

あなたが所有されている空き家等について、壱岐市空き家等の適正管理に関する条例第２条に

規定する管理不全な状態にありますので、同条例第６条第２項の規定により必要な措置を講じる

よう勧告します。

なお、この勧告に応じられない場合は、同条例第７条の規定により必要な措置を講ずるよう命

令をすることがあります。

記

空き家等の所在地 壱岐市             番地  外  筆

面 積
 土地

 建物

調 査 年 月 日         年   月   日

勧 告 の 内 容

必 要 な 措 置

措 置 期 限         年   月   日

備 考

（注）あなた自身で勧告による必要な措置が困難の場合は、市にご相談ください

㎡
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様式第３号（第４条関係） 

番     号

年  月  日

空き家等の適正管理に関する命令書

 様

                      壱岐市長           印

 あなたが所有されている空き家等について、壱岐市空き家等の適正管理に関する条例第６条第

２項の規定により    年  月  日付け（第    号）で適正管理のための必要な措置

を講ずるよう勧告しましたが、不履行のため同条例第７条の規定により下記のとおり履行するよ

う命令します。

記

空き家等の所在地 壱岐市             番地  外  筆

面 積
土地

 建物

命 令 の 内 容

履 行 期 限         年   月   日

※ この処分について不服があるときは、この命令書を受け取った日の翌日から起算して３月以

内に市長に対して審査請求をすることができます。

㎡
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様式第４号（第５条関係） 

番     号

年  月  日

空き家等の公表に関する通知書

様

                      壱岐市長           印

あなたが所有されている空き家等について、壱岐市空き家等の適正管理に関する条例第７条の

規定により   年  月  日付け（第    号）で適正管理のための必要な措置を講じる

よう命令しましたが、いまだ不履行のため同条例第８条第１項の規定により下記により公表しま

すので通知します。

なお、この公表について意見がありましたら、   年  月  日までに、公表に関する意

見書（様式第５号）を提出してください。

記

所 有 者 等 氏 名

所 有 者 等 住 所

空き家等の所在地

壱岐市              番地  外  筆

 構造 ：      造     階建

 規模 ： 床面積     ㎡

命 令 の 内 容

公 表 予 定 期 間

及 び 公 表 方 法
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様式第５号（第５条関係） 

年  月  日

公 表 に 関 す る 意 見 書

   壱岐市長        様

                     （所有者等）

                     住 所

                     氏 名               印

空き家等の公表に関する通知について、壱岐市空き家等の適正管理に関する条例第８条第２項

の規定により、次のとおり意見を述べます。

記

空き家等の所在地 壱岐市              番地  外  筆

公表通知のあった日      年   月   日

公表の原因に至るこ

ととなった事実につ

いての意見

その他当該事案の対

処等についての意見

証拠書類等の有無       有  ・  無

証拠書類等を提出する場合は、この意見書に添付してください。
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様式第６号（第６条関係） 

番     号

年  月  日

空き家等の適正管理に関する命令不履行戒告書

様

                      壱岐市長           印

あなたが所有されている空き家等について、壱岐市空き家等の適正管理に関する条例第７条の

規定により   年  月  日付け（第    号）で適正管理のための必要な措置を講ずる

よう命令しましたが、不履行のため同条例施行規則第６条第１項の規定により下記のとおり履行

するよう戒告します。

なお、履行期限までに履行されない場合は、壱岐市空き家等の適正管理に関する条例第１０条

第１項の規定により本市が履行義務を代執行し、その費用をあなたから徴収しますので念のため

申し添えます。

記

空き家等の所在地 壱岐市              番地  外  筆

面 積
土地

 建物

履 行 期 限         年   月   日

※ この処分について不服があるときは、この戒告書を受け取った日の翌日から起算して３月以

内に市長に対して審査請求をすることができます。

㎡
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様式第７号（第６条関係） 

番     号

年  月  日

代 執 行 令 書

             様

                      壱岐市長           印

あなたが所有されている空き家等について、壱岐市空き家等の適正管理に関する条例施行規則

第６条第１項の規定により    年  月  日付け（第    号）で履行の戒告をしまし

たが、不履行のため壱岐市空き家等の適正管理に関する条例第１０条第１項の規定により下記の

とおり代執行を行いますので通知します。

また、この代執行に要する費用は、同条例第１０条第１項の規定に基づきあなたから徴収しま

す。

記

空 き 家 等 の 所 在 地 壱岐市             番地  外  筆

面 積
土地

 建物

代 執 行 の 実 施 時 期     年  月  日から   年  月  日まで

代 執 行 責 任 者 壱岐市

代 執 行 に 要 す る

費用の金額（概算）
                    円

※ この処分について不服があるときは、この代執行令書を受け取った日の翌日から起算して

３月以内に市長に対して審査請求をすることができます。

㎡
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様式第８号（第６条関係） 

（表面）

第   号

行 政 代 執 行 責 任 者 証 明 書

                  所 属   壱岐市

                  職 名

                  氏 名          

年  月  日生

  この者は、壱岐市空き家等の適正管理に関する条例第１０条第２項に規定する

代執行の執行責任者であることを証する。

年  月  日

                          壱岐市長

（裏面）

壱岐市空き家等の適正管理に関する条例（抜粋）

 （代執行）

第１０条 市長は、第６条第２項に規定する勧告又は第７条による命令を受けた者が、

当該勧告又は命令に従わない場合において、他の手段によってその履行を確保する

ことが困難であり、かつ、その履行を放置することが著しく公益に反すると認めら

れるときは、行政代執行法（昭和２３年法律第４３号）の定めるところにより自ら

所有者等のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをなさしめることができる。

この場合において、その費用を当該空き家等の所有者等から徴収することができるもの

とする。

２ 前項の代執行の執行責任者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求 

があるときは、これを提示しなければならない。 

写 真
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様式第９号（第７条関係） 

（表面）

  （裏

（住所）

   （氏名）              様

空 き 家 等 処 理 費 用 督 促 状

代執行実施期間     年  月  日から   年  月  日まで

納 期 限        年  月  日

未 納 金 額                     円

延 滞 金                     円

督 促 手 数 料                     円

督 促 金 額                     円

年  月  日付、 第    号により行った代執行に要した費用を

上記のとおり督促しますので、至急納付してください。

      年  月  日

                      壱岐市長

本状到着前に納付済みの場合は、行き違いですのであしからずご了承ください。

裏面もお読みください。

督 促 状 に つ い て

１ 納期限の翌日から納入の日までの期間の日数に応じ納入金額に年 14.6％の割合を
乗じ計算した金額に相当する延滞金が加算されます。

２ 督促状発送の日から起算して１０日を経過した日までに督促金額が完納されない

場合は、財産の差押えを受けることがあります。

 ３ 督促金額は、納付通知書をご持参のうえ指定された納付場所へ納付してください。

４ この督促状について不服がある場合には、督促状を受けた翌日から起算して３月

以内に、市長に対し審査請求をすることができます。

問合先  〒811-5192  長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触 562番地
壱岐市役所      （0920-48-1111：内線  ）
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資資料料５５ 壱壱岐岐市市老老朽朽危危険険家家屋屋除除却却支支援援事事業業補補助助金金交交付付要要綱綱

平成 25年 4月 1 日 

告示第 37号 

（趣旨） 

第 1 条 この告示は、安全かつ安心な住環境づくりを促進するため、老朽化し危険な家屋等の除却を行う

者に対し、予算に定めるところにより壱岐市老朽危険家屋除却支援事業補助金(以下「補助金」という。)

を交付することについて、壱岐市補助金等交付規則(平成16年壱岐市規則第33号)に規定するものの

ほか、必要な事項を定めるものとする。 

（補助対象建築物） 

第 2 条 補助金の交付対象となる建築物(以下「補助対象建築物」という。)は、壱岐市空き家等の適正管

理に関する条例施行規則(平成 25 年壱岐市規則第 7号)第 8 条に定める壱岐市空き家等審査会が、

管理不全な状態にあると認め、壱岐市空き家等の適正管理に関する条例(平成 25 年壱岐市条例第 3

号)第 6条の規定に基づく助言又は指導を行った建築物とする。 

2 前項の規定にかかわらず、特に市長が認めるものについては、補助対象建築物とすることができる。 

（補助対象者） 

第 3 条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者と

する。ただし、法人は補助対象者とはしないものとする。 

(1) 補助対象建築物の登記事項証明書(未登記の場合は土地家屋名寄帳)に所有者として登録され

ている者 

(2) 前号に規定する者の相続人 

(3) 前 2 号に規定する者から補助対象建築物の除却についての同意を受けた者 

(4) その他市長が認める者 

2 補助対象建築物が複数人の共有である場合又は補助対象建築物の登記事項証明書に所有権以外の

物権(賃借権を含む。)の設定がある場合は、補助対象者は当該共有者全員又は権利者全員から除却

についての同意を得なければならない。 

（補助対象工事） 

第 4条 補助金の交付対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、次に掲げる要件をすべて満たす

者と契約する除却工事とする。 

(1) 市内に主たる事業所を有する者又は壱岐市競争入札参加資格を有し、市内に事業所を有する者 

(2) 建設業法(昭和 24年法律第 100号)別表第 1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは

とび・土工工事業に係る同法第 3条第 1項の許可を受けた者又は建設工事に係る資材の再資源化
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等に関する法律(平成 12年法律第104号)第 21条第1項に規定する解体工事業の登録を受けた

者 

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する工事は、補助対象工事としない。 

(1) 補助金の交付決定前に着手した工事 

(2) 同時に他の制度等に基づく補助金の交付を受けようとする工事 

(3) 建築物(長屋住宅を除く。)の一部を除却する工事 

(4) 建築物の建て替えを目的とした工事 

(5) その他市長が不適当と認める工事 

（補助対象経費） 

第 5 条 補助金の交付対象となる経費(消費税等相当額を除く額をいう。以下「補助対象経費」という。)は、

補助対象建築物の除却工事費(国土交通大臣がその年に定める標準除却費を上限とする。)に 10分の

8 を乗じて得た額とする。 

（補助金の額） 

第 6 条 補助金の額は、補助対象経費に 2 分の 1 を乗じて得た額とし、50 万円を上限とする。ただし、千

円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 

（補助金の交付申請） 

第 7 条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「交付申請者」という。)は、壱岐市老朽危険家

屋除却支援事業補助金交付申請書(様式第 1 号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなけれ

ばならない。 

(1) 誓約書(様式第 2号) 

(2) 第 3 条第 1項第 3号又は同条第 2項に該当する場合は同意書(様式第 3号) 

(3) 工事計画書(様式第 4号) 

(4) 現況写真(老朽化し危険な状況が分かるもの) 

(5) 工事見積書(内訳明細の付いたもの) 

(6) 登記事項証明書(未登記の場合は土地家屋名寄帳) 

(7) その他市長が特に必要と認める書類 

（交付の決定等） 

第 8 条 市長は、補助金の交付を決定したときは、壱岐市老朽危険家屋除却支援事業補助金交付決定

通知書(様式第 5号)により交付申請者に通知するものとする。 

2 市長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、壱岐市老朽危険家屋除却支援事業補助金

交付申請却下通知書(様式第 6号)により交付申請者に通知するものとする。 

（交付の条件） 
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第 9 条 市長は、補助金の交付決定をする場合において、次に掲げる事項について条件を付するものとす

る。 

(1) 補助対象工事に係る法令等を遵守すること。 

(2) 交付決定の通知を受けた日以降、速やかに補助対象工事に着手すること。 

(3) 補助対象工事完了後の跡地を、周辺に悪影響を及ぼさないよう適正な維持管理に努めること。 

(4) その他市長が特に必要があると認める事項 

（交付申請の変更等） 

第 10 条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付申請の内容に変

更が生じたときは、直ちに壱岐市老朽危険家屋除却支援事業補助金交付決定変更申請書(様式第 7

号)に変更内容を示す書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

2 市長は、前項の規定による変更を承認するときは、交付決定者に対し壱岐市老朽危険家屋除却支援

事業補助金交付決定変更通知書(様式第 8号)により通知するものとする。 

（中止の届出） 

第 11 条 交付決定者は、補助対象工事を中止したときは、速やかに壱岐市老朽危険家屋除却支援事業

中止届(様式第 9号)を市長に提出しなければならない。 

（実績報告書） 

第 12 条 交付決定者は、事業が完了したときは、壱岐市老朽危険家屋除却支援事業完了実績報告書

(様式第 10号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。 

(1) 工事請負契約書の写し 

(2) 工事写真(着工前、除却工事施工状況、完了) 

(3) 工事を行った者の工事完了証明書(様式第 11号) 

(4) 工事代金請求書の写し(内訳明細の付いたもの) 

(5) その他市長が特に必要と認める書類 

（補助金額の確定） 

第 13 条 市長は、前条の規定により提出された完了実績報告書が適当と認めたときは、交付すべき補助

金の額を確定し、壱岐市老朽危険家屋除却支援事業補助金確定通知書(様式第 12 号)により通知す

るものとする。 

（補助金の請求） 

第 14 条 交付決定者は、前条に規定する補助金の額の確定を受けたときは、壱岐市老朽危険家屋除却

支援事業補助金交付請求書(様式第 13号)に工事代金を支払ったことを証する領収書等の写しを添付

して、市長に提出しなければならない。 

（交付決定の取消し） 
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第15条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は

一部を取り消すことができる。 

(1) 補助対象工事を中止したとき。 

(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。 

(3) この告示の規定に違反したとき。 

（補助金の返還） 

第 16条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る補助

金を既に交付しているときは、当該補助金の交付を受けた者に対して、期限を定めて補助金の全部又は

一部の返還を命ずることができる。 

（検査等に対する協力） 

第 17 条 交付申請者は、この告示による補助金の交付等に関し、市長が必要な検査又は調査等をしよう

とするときは、これに協力しなければならない。 

（書類の整備） 

第 18 条 交付決定者は、補助対象工事に係る収入及び支出を明らかにした帳簿等を備え、当該補助金

の交付を受けてから 5年間保管しなければならない。 

附 則 

この告示は、平成 25年 4月 1日から施行する。 

附 則(平成 28年 4月 1日告示第 78号) 

この告示は、平成 28年 4月 1日から施行する。 
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様式第１号（第７条関係）

    年度 壱岐市老朽危険家屋除却支援事業補助金交付申請書

年  月  日

壱岐市長        様

                申請者 住  所

                    氏  名               印

                    電話番号

 壱岐市老朽危険家屋除却支援事業補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて次のとおり

申請します。なお、申請にあたり壱岐市が私に係る市税等納付状況、固定資産課税台帳（名寄帳）、

住民基本台帳等について照会を行うことに同意します。

建 築 物 所 在 地

建 築 物 所 有 者

物権 (賃借権 )設定 □ 無  □ 有（                   ）

申 請 者 区 分

□イ．補助対象建築物の所有者

□ロ．イの相続人

□ハ．イ又はロから対象建築物の除却について同意を受けた者

補助対象経費の算出

（補助対象工事費）

            円×０．８＝        円 ①

（床面積）   （標準除却費）

      ㎡×      円／㎡＝        円

②

補 助 対 象 経 費             円 （①又は②のいずれか少ない額）

交 付 申 請 額             円
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様式第２号（第７条関係）

誓 約 書

年  月  日

壱岐市長        様

                申請者 住  所

                    氏  名               印

                    電話番号

 私は、壱岐市老朽危険家屋除却支援事業補助金の交付を申請するにあたり、下記事項について

誓約します。

記

１．私は、補助対象建築物にかかる紛争等が生じた場合、責任を持って解決し、市に対して

一切の損害を与えないことを誓約します。

２．私は、補助対象建築物の除却工事に係る法令等を遵守します。

３．私は、除却工事完了後の跡地を、周辺に悪影響を及ぼさないよう適正な維持管理に努め

ます。

４．私は、壱岐市暴力団排除条例（平成２４年条例第２９号）に規定された暴力団又は暴力

団員ではありません。また、それらと関係を有する者でもありません。

以 上
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様式第３号（第７条関係）

同 意 書

年  月  日

壱岐市長        様

                同意者 住  所

                    氏  名               印

                    電話番号

                    所有者との続柄等

 私は、下記建築物について除却することに同意します。

記

１．建築物所在地    

２．建 築 物 概 要    用  途：

            延床面積：        ㎡

            構  造：        造     階建て

３．建築物所有者    

以 上
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様式第４号（第７条関係）

工事計画書

建築物概要

所 在 地：

建築年次：      年建築

用 途：□戸建住宅  □併用住宅  □長屋住宅

      □共同住宅  □その他（       ）

延床面積：    ㎡

構造・階数：    造    階建て

工事概要

予定工期     年  月  日  ～      年  月  日

補助対象

工 事 費
              円（消費税等相当額を除く額）

工事施工者

 私は、壱岐市内に主たる事業所を有する者又は壱岐市競争入札参加資

格

を有し、壱岐市内に事業所を有する者に間違いありません。

住 所：

商 号：

代表者名：                     印

許可番号：□建設業許可

(登録番号)  □国土交通大臣 ・ □長崎県知事
       （  －  ）第  号（    工事業）

      □解体工事業登録

        長崎県知事  内－  第   号

担当者名：

電話番号：
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様式第５号（第８条関係）

第     号

年  月  日

           様

                              壱岐市長      

    年度 壱岐市老朽危険家屋除却支援事業補助金交付決定通知書

     年  月  日付で交付申請のあった壱岐市老朽危険家屋除却支援事業補助金につい

ては、下記のとおり交付の決定をしましたので通知します。

記 

交 付 決 定 額：          円

交付決定内容：交付申請書記載のとおり

交 付 条 件

  １．補助対象工事に係る法令等を遵守すること。

  ２．本通知を受けた日から起算して６０日以内に補助対象工事を完了すること。

なお、補助対象工事が予定の期間内に終了しない場合又は補助対象工事の遂行が困難とな

った場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けること。

以 上 
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様式第６号（第８条関係）

第     号

年  月  日

           様

                              壱岐市長      

    年度 壱岐市老朽危険家屋除却支援事業補助金交付申請却下通知書

     年  月  日付で交付申請のあった壱岐市老朽危険家屋除却支援事業補助金につい

ては、下記の理由により申請を却下しましたので通知します。

記 

却下理由：

以 上 
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様式第７号（第１０条関係）

    年度 壱岐市老朽危険家屋除却支援事業補助金交付決定変更申請書

年  月  日

壱岐市長        様

                申請者 住  所

                    氏  名               印

                    電話番号

 壱岐市老朽危険家屋除却支援事業補助金について、交付決定の内容等を変更したいので、次の

とおり申請します。

交付決定日・番号     年  月  日     第    号

当初交付決定額             円

補助対象経費の算出

（補助対象工事費）

            円×０．８＝        円 ①

（床面積）   （標準除却費）

      ㎡×      円／㎡＝        円

②
補 助 対 象 経 費             円 （①又は②のいずれか少ない額）

変更交付申請額             円

変 更 増 減 額             円

変 更 内 容

変 更 理 由
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様式第８号（第１０条関係）

第     号

年  月  日

           様

                              壱岐市長      

    年度 壱岐市老朽危険家屋除却支援事業補助金交付決定変更通知書

     年  月  日付で交付決定変更申請のあった壱岐市老朽危険家屋除却支援事業補助

金については、下記のとおり交付の決定を変更しましたので通知します。

記 

変更交付決定額：              円

変更交付決定内容：交付決定変更申請書記載のとおり

交 付 条 件：交付決定通知書（当初）のとおり

以 上 
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様式第９号（第１１条関係）

    年度 壱岐市老朽危険家屋除却支援事業中止届

年  月  日

壱岐市長        様

                申請者 住  所

                    氏  名               印

                    電話番号

  壱岐市老朽危険家屋除却支援事業について、下記のとおり中止しましたので届け出ます。

なお、提出済みの書類に関しては返却を求めません。

記 

交付決定日・番号：    年  月  日     第    号

交 付 決 定 額：          円

中 止 す る 理 由：

以 上 
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様式第１０号（第１２条関係）

    年度 壱岐市老朽危険家屋除却支援事業完了実績報告書

年  月  日

壱岐市長        様

                申請者 住  所

                    氏  名               印

                    電話番号

 壱岐市老朽危険家屋除却支援事業に係る除却工事が完了しましたので、関係書類を添えて次の

とおり報告します。

交付決定日・番号   年  月  日     第    号

交 付 決 定 額            円

補 助 対 象 経 費

精 算 額 の 算 出

（補助対象工事費）

            円×０．８＝        円 ①

（床面積）   （標準除却費）

      ㎡×      円／㎡＝        円

②
補助対象経費精算額             円 （①又は②のいずれか少ない額）

除却工事完了日
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様式第１１号（第１２条関係）

工事完了証明書

１．発 注 者

２．工事場所

３．工事内容

４．工事期間   工事着手日      年  月  日

         工事完了日      年  月  日

５．補助対象工事費                 円 （消費税等相当額を除く額）

 上記除却工事が完了したことを証明します。

      年  月  日

          除却工事施工者 住 所

                  商 号

                  代表者名                 印

                  電話番号
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様式第１２号（第１３条関係）

第     号

年  月  日

           様

                              壱岐市長      

    年度 壱岐市老朽危険家屋除却支援事業補助金確定通知書

     年  月  日付で完了実績報告のあった壱岐市老朽危険家屋除却支援事業補助

金については、下記のとおり補助金の額を確定しましたので、通知します。

記 

交付確定額：           円

以 上
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様式第１３号（第１４条関係）

    年度 壱岐市老朽危険家屋除却支援事業補助金交付請求書

年  月  日

壱岐市長        様

                申請者 住  所

                    氏  名               印

                    電話番号

 壱岐市老朽危険家屋除却支援事業補助金について、下記のとおり請求します。

請求金額            円

振 込 先

銀行・金庫

農協・漁協

本店（出張所）

支店・支所  

普 通 ・ 当 座

口座番号 （フリガナ）

口座名義
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資資料料６６ 壱壱岐岐市市空空きき家家ババンンクク実実施施要要綱綱

（趣旨） 

第１条 この告示は、市内における空き家及び空き地の有効活用により、定住移住促進による地域の活性

化を図るため、空き家及び空き地に関する情報登録制度について必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

(1) 空き家等市内に存する住宅、倉庫等の建物その他の工作物（賃貸又は分譲を目的とするものを除

く。）で、居住又は使用がされていないもの（近く使用しなくなる予定のものを含む。）及びその敷地（跡

地、田畑山林等の不動産を含む。以下同じ。）をいう。 

(2) 所有者等空き家等を売買又は賃貸（以下「売買等」という。）する権原を有する者をいう。 

(3) 空き家バンク空き家等の売買等を希望する所有者等から申込みを受けた情報を、本市への定住を

目的として空き家等の利用を希望する者（以下「利用希望者」という。）に対し、提供するための空き

家等情報登録制度をいう。 

（適用上の注意） 

第３条 この告示は、空き家バンク以外による空き家等の取引を制限するものではない。 

（登録することができる空き家等） 

第４条 空き家バンクに登録することができる空き家等は、次に掲げる全ての要件を満たす空き家等とす

る。 

(1) 市内に存する空き家等であること。 

(2) 当該空き家等の所有者等が、宅地建物取引業者（宅地建物取引業法（昭和２７年法律第１７６

号）第２条第３号に規定する宅地建物取引業者をいう。以下同じ。）でない空き家等であること。 

(3) 宅地建物取引業者との媒介契約若しくは代理契約又は契約によらない賃貸の募集依頼等により、

既に市場に流通している空き家等でないこと。 

(4) 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）その他の関係法令に違反していることが明らかな空き家等

でないこと。 

(5) 当該空き家等の所有者等が次のアからエまでのいずれにも該当しない空き家等であること。 

ア壱岐市暴力団排除条例（平成２４年壱岐市条例第２９号。以下「条例」という。）第２条第２号に規定

する暴力団員（以下「暴力団員」という。）であると認められる者 

イ自己若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、条例第２条

第１号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）又は暴力団員を利用する等したと認められる者 

ウ暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴

力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められる者 
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エ暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者 

(6) 前各号に掲げるもののほか、この告示の目的に反すると認められる空き家等でないこと。 

（空き家等の登録申請等） 

第５条 空き家バンクに空き家等に関する情報の登録を希望する所有者等は、空き家バンク物件登録申

請書（様式第１号）に、次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

(1) 空き家バンク物件登録カード（様式第２号） 

(2) 空き家等（売却を希望する場合は、建物及びその敷地となっている土地）の登記事項証明書又は

登記簿謄本（申請日前３月以内に交付されたものに限る。ただし、当該空き家等の建物が未登記で

ある場合は、公課証明書に代えることとする。） 

(3) 不動産登記法（平成１６年法律第１２３号）第１４条各項に規定する地図又はそれに準ずる図面の

写し（申請日前３月以内に交付されたものに限る。）に空き家等の位置を示したもの 

(4) 空き家等（売却を希望する場合は、建物及びその敷地となっている土地）の公課証明書又は課税

資産明細書 

(5) 空き家等の現況及び全景を確認することができる写真 

(6) その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容等を審査し、適当と認められるときは、空き家

バンク台帳（様式第３号。以下「空き家台帳」という。）に登録し、空き家バンク台帳登録完了通知書（様

式第４号）により当該登録を受けた空き家等の所有者等（以下「物件登録者」という。）に通知するものと

する。 

３ 市長は、第１項の規定による申請について、前条各号に掲げる要件を満たさないものであったときは、前

項の規定による登録を行わないものとし、当該申請を行った空き家等の所有者等に通知するものとす

る。 

４ 市長は、第２項の規定による登録をしていない空き家等であって、空き家バンクに登録することが適当で

あると認められるものは、その空き家等の所有者等に対して空き家バンクへの登録を勧めることができる。 

（空き家等の登録情報の変更） 

第６条 物件登録者は、登録している情報に変更があったときは、空き家バンク台帳登録変更届出書（様

式第５号）により、遅滞なく市長に届け出なければならない。 

（空き家等の登録の取消し） 

第７条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、空き家台帳の当該空き家等に関する登録を取り

消し、空き家バンク台帳登録取消通知書（様式第６号）により、当該物件登録者に通知するものとする。 

(1) 物件登録者から空き家バンク台帳登録取消届出書（様式第７号）が提出されたとき。 

(2) 空き家等を売買等する権原に異動があったとき。 

(3) 偽りその他不正の行為により登録したことが判明したとき。 
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(4) 自然災害等により、登録時の状態と著しく異なる状態と認められるとき。 

(5) 第４条各号に掲げる要件を満たさなくなったと認められるとき。 

(6) 第５条第２項の規定による登録の日から起算して２年を経過したとき。ただし、２年を経過する日ま

でに物件登録者が再度同条第１項に規定する申請を行い、その内容等を審査し、適当と認められる

ときは、この限りでない。 

(7) 前各号に掲げるもののほか、登録を取り消す必要があると市長が認めるとき。 

（空き家等の利用者の登録申請等） 

第８条空き家台帳に登録された空き家等の利用を希望する者（以下「利用希望者」という。）は、空き家バ

ンク利用者登録申請書（様式第８号）を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容等を審査し、次の各号のいずれかに該当する

と認められるときは、空き家バンク利用者台帳（様式第９号。以下「利用者台帳」という。）に登録し、空き

家バンク利用者台帳登録完了通知書（様式第１０号）により当該登録を受けた利用希望者（以下「利用

者」という。）に通知するものとする。 

(1) 空き家等に定住又は定期的に滞在し、本市の自然環境や生活文化に対する理解を深め、地域住

民と協調して生活できる者 

(2) 空き家等を利活用することで、地域の活性化に寄与できる者 

(3) その他市長がこの告示の目的に寄与すると認めた者 

３ 市長は、前項の規定にかかわらず、利用希望者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、登録

は行わないものとする。 

(1) 第４条第５号アからエまでの規定に該当する者であるとき。 

(2) 破産者で復権を得ない者であるとき。 

(3) 宅地建物取引業者であるとき。 

(4) 前各号に掲げるもののほか、この告示の目的を損ない、又は目的に寄与しない者と認めるとき。 

（空き家等の利用者の登録の取消し） 

第９条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用者台帳の当該利用者に関する登録を取り消

し、空き家バンク利用者台帳登録取消通知書（様式第１１号）により、当該利用者に通知するものとす

る。 

(1) 利用者から空き家バンク利用者台帳登録取消届出書（様式第１２号）が提出されたとき。 

(2) 利用者が前条第２項各号のいずれにも該当しなくなったと認められるとき。 

(3) 利用者が前条第３項各号のいずれかに該当することが判明したとき。 

(4) 偽りその他不正の行為により登録したことが判明したとき。 

(5) 前条第２項の規定による登録の日から起算して２年が経過したとき。ただし、２年を経過する日まで

に利用者が再度同条第１項に規定する申請を行い、その内容等を審査し、適当と認められるときは、

この限りでない。 

(6) 前各号に掲げるもののほか、登録を取り消す必要があると市長が認めるとき。 
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（登録情報の提供及び周知） 

第１０条 市長は、物件登録者及び利用者に対し、それぞれ利用者台帳及び空き家台帳に登録された有

用な情報を必要に応じ、提供するものとする。 

２ 市長は、空き家台帳の登録情報及び利用者の希望内容等を壱岐市のホームページ等に掲載し、周知

するものとする。 

（物件登録者と利用者との交渉等） 

第１１条 物件登録者と利用者との間における、空き家等に関する交渉並びに売買契約及び賃貸借契約

（以下「契約等」という。）については、当事者間で行うものとし、市長は直接これに関与しないものとする。 

２ 契約等に関する一切の疑義及び紛争等については、当該契約等に係る当事者間で解決するものとす

る。 

３ 物件登録者及び利用者は、空き家台帳及び契約等により得た互いの個人情報等について、空き家バン

クの利用以外の目的で使用してはならない。 

（その他） 

第１２条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。 

附則 

この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 
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資資料料７７ 壱壱岐岐市市特特定定空空家家等等判判定定基基準準
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